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産業医・産業看護職・衛生管理者の情報ニーズに応える

「産業医インタビュー」
新津谷クリニック　新津谷哲さんに聞く

「メンタルヘルス・メモランダム」うつ病
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北海道産業保健推進センター
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西1丁目2番6号　NSS・ニューステージ札幌11F
TEL011-726-7701 FAX011-726-7702 http://www.hokkaidoOHPC.rofuku.go.jp

青森産業保健推進センター
〒030-0862 青森県青森市古川2丁目20番3号　朝日生命青森ビル8F
TEL017-731-3661 FAX017-731-3660 http://www.aomoriOHPC.rofuku.go.jp

岩手産業保健推進センター
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目9番1号　マリオス12F
TEL019-621-5366 FAX019-621-5367 http://www.iwateOHPC.rofuku.go.jp

宮城産業保健推進センター
〒980-6012 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号　住友生命仙台中央ビル12F
TEL022-267-4229 FAX022-267-4283 http://www.miyagiOHPC.rofuku.go.jp

秋田産業保健推進センター
〒010-0001 秋田県秋田市中通2丁目3番8号 アトリオンビル8F
TEL018-884-7771 FAX018-884-7781 http://www.akitaOHPC.rofuku.go.jp

山形産業保健推進センター
〒990-0031 山形県山形市十日町1丁目3番29号　山形殖銀日生ビル6F
TEL023-624-5188 FAX023-624-5250  http://www.yamagataOHPC.rofuku.go.jp

福島産業保健推進センター
〒960-8031 福島県福島市栄町6番6号　ユニックスビル9F
TEL024-526-0526 FAX024-526-0528 http://www.fukushimaOHPC.rofuku.go.jp 

茨城産業保健推進センター
〒310-0021 茨城県水戸市南町1丁目3番35号　水戸南町第一生命ビルディング4F
TEL029-300-1221 FAX029-227-1335 http://www.ibarakiOHPC.rofuku.go.jp

栃木産業保健推進センター
〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4番15号　宇都宮NIビル7F
TEL028-643-0685 FAX028-643-0695 http://www.tochigiOHPC.rofuku.go.jp

群馬産業保健推進センター
〒371-0022 群馬県前橋市千代田町1丁目7番4号（財）群馬メディカルセンタービル2F
TEL027-233-0026 FAX027-233-9966 http://www.gunmaOHPC.rofuku.go.jp

埼玉産業保健推進センター
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目2番3号　さいたま浦和ビルディング2F
TEL048-829-2661 FAX048-829-2660 http://www.saitamaOHPC.rofuku.go.jp

千葉産業保健推進センター
〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町1番35号　千葉ポートサイドタワー13F
TEL043-245-3551 FAX043-245-3553 http://www.chibaOHPC.rofuku.go.jp

東京産業保健推進センター
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号　日比谷国際ビルヂング3F
TEL03-3519-2110 FAX03-3519-2114 http://www.sanpo13.jp

神奈川産業保健推進センター
〒220-8143 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号　横浜ランドマークタワー43F
TEL045-224-1620 FAX045-224-1621 http://www.kanagawaOHPC.rofuku.go.jp

新潟産業保健推進センター
〒951-8055 新潟県新潟市礎町通二ノ町2077番地　朝日生命新潟万代橋ビル6F
TEL025-227-4411 FAX025-227-4412 http://www.niigataOHPC.rofuku.go.jp

富山産業保健推進センター
〒930-0856 富山県富山市牛島新町5番5号 インテックビル9F
TEL076-444-6866 FAX076-444-6799 http://www.toyamaOHPC.rofuku.go.jp

石川産業保健推進センター
〒920-0031 石川県金沢市広岡3丁目1番1号　金沢パークビル9F
TEL076-265-3888 FAX076-265-3887 http://www.ishikawaOHPC.rofuku.go.jp

福井産業保健推進センター
〒910-0005 福井県福井市大手2丁目7番15号　明治安田生命福井ビル5F
TEL0776-27-6395 FAX0776-27-6397 http://www.fukuiOHPC.rofuku.go.jp

山梨産業保健推進センター
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内3-32-11 住友生命甲府丸の内ビル4F
TEL055-220-7020 FAX055-220-7021 http://sanpo19.jp/

長野産業保健推進センター
〒380-0936 長野県長野市岡田町215-1 日本生命長野ビル3F
TEL026-225-8533 FAX026-225-8535 http://www.naganoOHPC.rofuku.go.jp

岐阜産業保健推進センター
〒500-8844 岐阜県岐阜市吉野町6丁目16番地　大同生命・廣瀬ビル11F
TEL058-263-2311 FAX058-263-2366 http://www.gifuOHPC.rofuku.go.jp

静岡産業保健推進センター
〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町59番6号　大同生命静岡ビル6F
TEL054-205-0111 FAX054-205-0123 http://www.shizuokaOHPC.rofuku.go.jp

愛知産業保健推進センター
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目15番32号　日建・住生ビル7F
TEL052-242-5771 FAX052-242-5773 http://www.aichiOHPC.rofuku.go.jp

三重産業保健推進センター
〒514-0003 三重県津市桜橋2丁目191番4 三重県医師会ビル5F
TEL059-213-0711 FAX059-213-0712 http://www.mieOHPC.rofuku.go.jp

滋賀産業保健推進センター
〒520-0047 滋賀県大津市浜大津1丁目2番22号　大津商中日生ビル8F
TEL077-510-0770 FAX077-510-0775 http://www.shigaOHPC.rofuku.go.jp

京都産業保健推進センター
〒604-8186 京都府京都市中京区車屋御池下ル梅屋町 361-1 アーバネックス御池ビル東館7F
TEL075-212-2600 FAX075-212-2700 http://www.kyotoOHPC.rofuku.go.jp

大阪産業保健推進センター
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号　堺筋本町センタービル9F
TEL06-6263-5234 FAX06-6263-5039 http://www.osakaOHPC.rofuku.go.jp

兵庫産業保健推進センター
〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号　神戸クリスタルタワー19F
TEL078-360-4805 FAX078-360-4825 http://www.hyogoOHPC.rofuku.go.jp

奈良産業保健推進センター
〒630-8115 奈良県奈良市大宮町1丁目1番15号　ニッセイ奈良駅前ビル3F
TEL0742-25-3100 FAX0742-25-3101 http://www.nara-sanpo.jp

和歌山産業保健推進センター
〒640-8157 和歌山県和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル6F
TEL073-421-8990 FAX073-421-8991 http://www.wakayamaOHPC.rofuku.go.jp

鳥取産業保健推進センター
〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町７番　鳥取フコク生命駅前ビル3F
TEL0857-25-3431 FAX0857-25-3432 http://www.tottoriOHPC.rofuku.go.jp

島根産業保健推進センター
〒690-0887 島根県松江市殿町111 松江センチュリービル5F
TEL0852-59-5801 FAX0852-59-5881 http://www.shimaneOHPC.rofuku.go.jp

岡山産業保健推進センター
〒700-0907 岡山県岡山市下石井1丁目1番3号　日本生命岡山第二ビル新館6F
TEL086-212-1222 FAX086-212-1223 http://www.okayamaOHPC.rofuku.go.jp

広島産業保健推進センター
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀16番11号　日本生命広島第二ビル4F
TEL082-224-1361 FAX082-224-1371 http://www.hiroshima-sanpo.jp

山口産業保健推進センター
〒753-0051 山口県山口市旭通り2丁目9番19号　山建ビル4F
TEL083-933-0105 FAX083-933-0106 http://www.yamaguchiOHPC.rofuku.go.jp

徳島産業保健推進センター
〒770-0905 徳島県徳島市東大工町3丁目16番地　第3三木ビル9F
TEL088-656-0330 FAX088-656-0550 http://www.tokushimaOHPC.rofuku.go.jp

香川産業保健推進センター
〒760-0025 香川県高松市古新町2番3号　三井住友海上高松ビル4F
TEL087-826-3850 FAX087-826-3830 http://www.kagawaOHPC.rofuku.go.jp

愛媛産業保健推進センター
〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4丁目5番4号　住友生命松山千舟町ビル2F
TEL089-915-1911 FAX089-915-1922 http://www.ehimeOHPC.rofuku.go.jp

高知産業保健推進センター
〒780-0870 高知県高知市本町4丁目2番40号　ニッセイ高知ビル4Ｆ
TEL088-826-6155 FAX088-826-6151 http://www.kouchiOHPC.rofuku.go.jp

福岡産業保健推進センター
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目9-30 福岡県メディカルセンタービル1F
TEL092-414-5264 FAX092-414-5239 http://www.fukuokaOHPC.rofuku.go.jp

佐賀産業保健推進センター
〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビル8F
TEL0952-41-1888 FAX0952-41-1887 http://www.sagaOHPC.rofuku.go.jp

長崎産業保健推進センター
〒850-0862 長崎県長崎市出島町1番14号　出島朝日生命青木ビル8F
TEL095-821-9170 FAX095-821-9174 http://www.nagasakiOHPC.rofuku.go.jp

熊本産業保健推進センター
〒860-0806 熊本県熊本市花畑町1番7号　MY熊本ビル8F
TEL096-353-5480 FAX096-359-6506 http://www.kumamotoOHPC.rofuku.go.jp

大分産業保健推進センター
〒870-0046 大分県大分市荷揚町3番1号　第百・みらい信金ビル7F
TEL097-573-8070 FAX097-573-8074 http://www.ooitaOHPC.rofuku.go.jp

宮崎産業保健推進センター
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18番7号　大同生命宮崎ビル６F
TEL0985-62-2511 FAX0985-62-2522 http://www.miyazakiOHPC.rofuku.go.jp

鹿児島産業保健推進センター
〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町1番38号　鹿児島商工会議所ビル6F
TEL099-223-8100 FAX099-223-7100 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo46/

沖縄産業保健推進センター
〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄1831‐1 沖縄産業支援センター7F
TEL098-859-6175 FAX098-859-6176 http://www.okinawaOHPC.rofuku.go.jp

産業保健推進センター一覧

事業内容その他の詳細につきましては、上記にお問い合わせください。
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危機管理への産業保健職の関与
元ジェイアールバス 会長 山村陽一
三菱化学株式会社 鹿島事業所 産業医 桝元　武
（茨城産業保健推進センター相談員）

新日本製鐵株式会社 君津製鐵所 産業医 宮本俊明
（千葉産業保健推進センター相談員）

神奈川県保健福祉部 部長 大崎逸朗
茨城産業保健推進センター 所長 村上正孝
〈司会〉独立行政法人 労働者健康福祉機構

産業保健部 部長　 榎本克哉

産業医インタビュー
新津谷クリニック院長 新津谷 哲さん

センターだより
大分産業保健推進センター
松江地域産業保健センター

小規模事業場産業保健活動
支援促進助成金のご案内（産業医共同選任事業）
活用事例

協力会社の健康管理に活用し大きな成果
三菱下船協力会＆三菱重工業株式会社下関造船所

産業医活動マニュアル!0

安全衛生委員会への関わり方
日本アイ・ビー・エム 産業医　初見智恵

作業環境管理・作業管理入門!0

職場の喫煙対策（分煙対策）
中央労働災害防止協会中央快適職場推進センター元所長代理　篠崎典良

産業保健活動レポート#7

法人化に伴い組織整備
日常的な活動を積み重ねる

国立大学法人奈良教育大学
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産 業 保 健 推 進 セ ン タ ー 業 務 案 内

ご利用いただける日時　　午前9時～午後5時　ただし毎土・日曜日、祝日および年末年始を除く

1. 研　修
産業医、保健師等に対して専門的かつ実践的な研
修を実施します。各機関が実施する研修会に教育
用機材の貸与、講師の紹介を行います。

2. 情報の提供
産業保健に関する図書、教材等の閲覧・貸出・コ
ピーサービスを行います。また、定期情報誌を発
行します。
（コピーサービスについては、実費を申し受けま
す）

3. 窓口相談・実地相談
専門スタッフが窓口、電話、インターネットで相
談に応じます。
現地での実地相談にも応じます。

4. 地域産業保健センターの支援
小規模事業場に対して健康相談等を実施している
地域産業保健センターの活動を支援しています。

5. 広報・啓発
職場の健康管理の重要性を理解していただくため、
事業主セミナーを開催します。

6. 調査研究
産業保健活動に役立つ調査研究を実施し、成果を
提供します。

7. 助成金の支給
小規模事業場が共同で産業医を選任し産業保健活
動を実施する場合、助成金を支給します。
また、深夜業に従事する労働者が自発的に健康診
断を受診した場合、助成金を支給します。

連 載
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表紙イラスト■松田晃明・KOMEI  MATSUDA・
2003ル・サロン展初出品初入選/芸術界会員/二科会デザイン部所属

情報スクランブル
「女性外来」の実績と未来を世に問う初のフォー
ラム・独立行政法人労働者健康福祉機構／平成
17年度　産業保健調査研究発表会のお知らせ・
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業場に出社しても、１人では実のある活動はできませ

ん。保健師や衛生管理者といった産業保健スタッフ、

そして生産現場の実情に通じている管理職の方々と十

分なコミュニケーションがとれる人間関係を作り上げ

てこそ産業医としての成果を上げられます」と産業医

のありかたを総括する。

さらに新津谷さんは産業医としての職務のほかに、

同社の事業所長、各部署の部長といった幹部の方々に、

安全衛生にまつわる最新のトピックを直接提供する情

報交換の場として、食事を兼ねた懇談会を毎月行って

いる。これは新津谷さんの要望で始まったもの。食事

を兼ねるとはいっても世間話をする席ではない。懇談

会のメンバーの１人、安全健康環境部の部長を務める

斎藤拓二さんが「議論の流れによっては、先生との間

で激しいやりとりを交わすこともあります」と言うよ

うに真剣な議論の場なのである。新津谷さんは懇談会

の成果を「社内のさまざまな人々と、お互いに気持ち

の通じ合うより良い人間関係を作り上げることができ

ました」と話す。いかなる時間も無駄にしない新津谷

さんの姿勢がうかがわれる話である。

事業場の安全衛生水準の向上に努めるほか、新津谷

さんは産業保健の裾野の拡大にも余念がない。地元の

相模原市医師会に産業医会（現産業医部会）を創設す

る際、また医師会と労働基準監督署、労務安全衛生協

会との連携を深めることを目的にした相模原地区産業

保健連絡協議会の発足の際などには中心的な役割を果

たし、地区の牽引車としての役割を担っている。

このように奮闘する新津谷さんの後に続く若手産業

医に対しては、「よく勉強しています。最新の知識に

基づき、クールに判断を下すところなどは感服してい

ます」と評価する。一方で、「そうした先生の中にも

『事業場との関係がうまくいきません』と相談を持ち

かけてくる方もいます。理論的には正しくても、それ

がその事業場にすぐに受け入れられるものかどうかは

別問題。早急に手を打たなければならないことももち

ろんありますが、10年スパンで実現しなければならな

い問題も少なくありません。事業場の実情を見極める

こと、よく考えること、あせらないことなどを肝に銘

じてほしい」とさらなる研鑚を求めることも忘れない。

こうした長年にわたる産業医としての活動が評価さ
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黎明期に培った経験の
次世代への継承に心を砕く

新津谷クリニック院長●産業医新
に い

津
つ

谷
や

哲
さ と る

さんに聞く

「産業医である前に、まず良い医師であること。医

師である前に、より良い人間であることを目標にして

います」。

このように自らの信条を話す新津谷哲さんと産業保

健との関わりは、東プレ株式会社相模原事業所（神奈

川県相模原市）の社員が不幸にして労災事故に遭い、

新津谷さんの診療所で治療を受けたことがそもそもの

始まりであった。昭和41年のことであったという。そ

の後の同社との付き合いの中で、同社の安全衛生担当

者とともに徹夜で被災者の看病にあたるといったこと

も経験し、「働く人の安全と健康を守ることの大切さ、

産業医の果たす役割の大きさを実感しました」と振り

返る。産業医としての新津谷さんの原点はここにある

と言えそうだ。

10年の時を経て、新津谷さんは昭和51年に同社の嘱

託産業医となった。当時は、労働安全衛生法が施行さ

れて間もない頃であり、「産業医」の名称と職務が法

令上に確立した、産業保健の黎明期に重なる。新津谷

さんは当初から、必ず毎週１回、半日を同社における

産業医の業務にあて、健康相談と職場巡視を行い、月

に１回の安全衛生委員会にも毎回出席した。開業医と

しては、実際にはなかなかできないことで、新津谷さ

んの真摯な姿勢が実感できるだろう。

こうした経験を踏まえ、新津谷さんは「産業医は事

れ、新津谷さんは平成９年の全国労働衛生週間に労働

大臣功績賞を受賞した。

受賞の一報を聞き、「もうそんな歳になったのかな

と感じた」と言う新津谷さん。そして「昭和40年代以

来、相模原市医師会の産業保健活動を長年ご指導いた

だいた高田勗・北里大学名誉教授をはじめとした諸先

輩、ならびに私を支えて下さった友人たちに感謝の気

持ちで一杯でした。嘱託産業医としてはたいへん名誉

なことで心より有難く思っております」と周囲への感

謝の気持ちを強調する。

そして現在 ――。東プレ（株）相模原事業所は、平

成16年に神奈川労働局より健康づくりモデル事業場に

指定され、従業員の体力の保持増進に取り組み始めた。

指導にあたっているのは新津谷さんのご子息、新津谷

真人医師（北里大学医学部衛生学・公衆衛生学講師）。

「従業員の体力づくりに関して、外科を専門にして

いる私には、必ずしもなじみがない分野を重点的に指

導しているようです。幸いなことに健康づくりのレベ

ルアップに役立っていると聞いています」と目を細め

る新津谷さん。

産業保健の黎明期に培った新津谷さんの貴重な経験

も、次世代に順調に継承されていると言えそうだ。

昭和25年 ３月 北大医専卒業
昭和41年 ３月 新津谷外科（現新津谷クリニック）を開業
昭和51年 ９月 東プレ株式会社相模原事業所の産業医に選任

プロフィール　●　　に い つ や 　 さ と る

産業医
インタビュー

巡視中、従業員と言葉を交わす新津谷さん（右）
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榎本　本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありが

とうございます。

今日の座談会は、「危機管理への産業保健職の関与」と

いう非常にチャレンジングなテーマを設定させていただき

ました。と申しますのも、化学物質の漏洩や火災などの重

大事故、自然災害に起因する重大事故、感染症など、事業

場における危機に相当するものは種々ありますが、こうし

た危機管理に関する話題はとかく安全分野のテーマと捉え

られがちでした。しかし、最近の事例を見ますと、産業保

健の視点からの取り組みも必要ではないかと感じていま

す。そこで、本日は危機管理とは何か、産業医をはじめと

する産業保健スタッフが危機管理に関与する必要性・意義

は何か、具体的にどのように関与していくのか、あるいは

関与すべきなのか等についてお話いただきたいと存じま

す。

では早速、事業場における危機管理、すなわちクライシ

スマネジメントについて、山村先生からお願いします。

山村　まず、企業において想定外の事件なり事故が起こっ

た場合をクライシスと捉えます。クライシスマネジメント

というのは、日常の準備をいろいろしているにもかかわら

ず、想定外の事件・事故が起こったときにどうするか、そ

の管理・対応を言います。

具体的には、起こった事実をできるだけ早くつかんで被

害を最小限にする、２次災害をなくす、社会に対しては企

業がまじめに取り組んできたことや、対策に一生懸命最大

の努力をしているという印象をきちんと伝える、それから、

部外に対する影響を最小限にくい止めることになると思い

ます。

実は、クライシスマネジメントで一番非難されるのは、

１つは隠してしまうことですね。それによって被害が広が

る。事実を小さくしよう、隠蔽しようということが一番い

けない。２つ目は、隠蔽する気はまったくないにもかかわ

らず、重大性に気がついていないこと。社会から指摘され

て初めて重大な問題だと認識するに至る場合や、気がつく

のが遅れ被害を大きくしてしまいクライシスになることも

あります。

ですから、リスクマネジメントとクライシスマネジメン

トの違いを企業からいうと、リスクマネジメントは予防に

ついていかにきちんとマネジメントするかであるのに対し

て、クライシスマネジメントは、予想できないところに起

こった事件・事故・災害に対して被害を最小限にくい止め

て、あえて言えば、世間からよくやったと言われるように

することと言えます。

大崎　少し加えさせていただければ、クライシスマネジメ

ントというのは迅速に対応すること、それでいかに被害を

最小限にして拡大を抑えるか、それができなければクライ

シスマネジメントにはなりませんね。

宮本　リスクマネジメントとしてリスクをゼロに近づける

努力はしていても、リスクはゼロにはならないから、事象

が発生してしまうことがある。起こりうると予想されてい

ても、その事象が想定範囲を超えるということもあります。

そうなるとその時点ではじめてクライシスとなりますの

で、産業医の立場から考えても、すぐ対応を取れるような

意識を持っておくということは必要だろうと思います。

発生した事象の従業員や地域住民への人体影響や環境影

響を科学的に捉えて迅速に判断するために、事業者が産業

医という専門職からの助言を速やかに得るということも重

要でしょう。つまり産業医を活用するということになりま

すが、どの段階でどのように活用するかは事業者の判断と

いうことになります。少なくとも産業医を選任している事

業者は日ごろから産業医と連携を取って、いざという時に

的確に活用してほしいと思います。

山村　リスクマネジメントはリスクというものを最小限に

していく、つまりリスクをなくす準備をしていくわけです

ね。クライシスのほうは起こったものに対していかに被害

を最小限にするかです。リスクマネジメントで対象にして

いたものがクライシスマネジメントの対象になるのも、も

ちろんあります。つまりリスクかクライシスかではなくて、

マネジメントの方法の違いですね。そういうふうに考えた

ほうがいいと思いますが。

榎本　そうしますと、境界線がはっきりしないところはあ

るけれども、ある事象が企業、あるいは従業員にとって、

非常に重大な影響を及ぼす場合がクライシスであると。

村上　あるいは住民にとってですね。

榎本 それが起こったときがクライシスマネジメントであ

って、その前はリスクマネジメントの世界だという仕分け

ですね。このことについて、何か企業としての判断基準と

いうのがある、あるいは設定、想定されているということ

ですね。

山村 そうですね。リスクとして想定され、対応を準備し

てきたものが起こったとすれば、ある程度マニュアルもあ

りますし、訓練もされていますから、企業の存亡危機には

なりませんね。準備がない、あるいは想定を超えた場合で、

緊急かつ大規模事態へ社長以下、全組織をあげての対応策

がとられる事態を危機と考えます。

また、クライシスマネジメントの根本には、想定されな

い大事件が起きたときに、事実を受け止め、柔軟かつ公正

に行動できるような企業風土や社員意識を作っておくとい

うかなり難しい対応が必要です。

宮本 危機管理体制を発動するぞというのはもうクライシ

スマネジメントだと思っていいわけです。ある事象が発生

した時に、所属部門内の通常のトラブル対応で済ませるの

か否かという判断があって、次に事業場内だけで収まるの

か否かという判断があるのだと思います。これをいかに迅

速かつ的確に判断するかということが求められますが、場

合によっては、ちょっと対応を間違えたら一気に社会的信

用を失墜するぞとか、そういう状況が包含されるような部

分だったら、クライシスとして対応すべきであろうと思い

ます。

つまり事後処理に通常以上の注意を求められる場合は、

これもクライシスであると認識したほうが良いと思うわけ

です。ひと口にクライシスといっても、いろいろなグレー

ドがあるということです。そういう意味では、想定範囲内

といっても、例えば震度７の地震なんて関東では誰も体験

したことがないわけですから、こういうふうにすると決め

ておいたとしても、ひとたび発生すればクライシスですよ

ね。結局、事業者がクライシスと認識して対応するという

判断をすればクライシスマネジメントということですか

ら、山村先生が言われたように企業風土も関係してきます

し、リスクとクライシスは重なる部分が多いということに

なると思います。

大崎 確かにクライシスの中にもレベルがありますね。例

えば企業内で火災が発生したとして、小さな火災であれば

リスクマネジメントの範囲でできるでしょうと。それが大

危機管理への産業保健職の関与危機管理への産業保健職の関与
出席者
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宮本俊明
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大崎逸朗
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村上正孝
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査役。アルコール関連問題予防研究会運営委員、MADD JAPAN理事も務める。
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規模になってしまって、爆発や、あるいはいろいろなもの

の流出、そういうものになると、いくらマニュアルがあっ

てもこれは立派なクライシスになる。

ですから、通常、われわれ自治体でもそうですけれども、

あらかじめできているマニュアルに沿ってやればいい「レ

ベル１」なのか、少なくとも所属の中で対策を図れば済む

「レベル２」なのか、それとも現地だけではなくて大本の

ところにも対策本部を設けなければいけない「レベル３」

なのか、そういう意味でやはりクライシスの中にもレベル

があるだろうと。ひと言でクライシスと言うと非常に重大

な危機に思えるかもしれませんが、各レベルに応じた対応

がどう図れるか、そこをきちんと準備しておくかというこ

とが大切になるのではないでしょうか。

榎本　そうですね。レベルといいますか、規模と程度とい

うんですかね。桝元先生、いかがですか。

桝元 企業にとっての危機は、財産や物を失うこと、それ

から人的損失、社会的な評価の損失、この大きく３つにな

ると思うんです。これらは危機的な状況にあって、どれか

１つということはなかなかあり得ません。私どもの化学会

社などであれば、高温高圧の物体をたくさん使っておりま

すし、さまざまな人体に影響を与えるような

物質もたくさん使っておりますので、それが

単独でどれか１つ、物、人、社会的評価とい

うことはあり得ず、必ず程度の差はあれ、つ

ながっていると思います。山村先生の場合は

いわゆる人の生活と非常に密着しているとう

いう関係がありますから、社会的評価という

のは企業として相当大きなウエートを占めて

いる面があると思います。エンドプロダクト

を作っている企業はそういう発想がまず第一

に起きます。製造業ですと、環境負荷とか人

的影響が、やはり会社としても非常に大きな

意味を持ってくると思います。

私どもは何であれ、突発的な事態で普通の

円滑な企業活動が運営できない状況、これを

「危機」と定義しております。これは原因を問

わず、地震であろうが、火災であろうが、爆

発であろうが、適切に処理すべき廃棄物（ガ

スや水など）の漏洩であろうが、半製品の漏

出であろうが、理由は問わずすべて防災本部

を直ちに設置、そして同時に防災支援本部を

設置するという決まりになっております。本

社が示す全体的な計画に加えて事業所ごとにローカルな計

画がありまして、その中に産業医は何をするかということ

がかなり明確になっております。救護班プラス総務部のほ

うにも入ることになっており、対外活動のほうや連絡活動

や、そういういろいろな部門に少しずつ関わるようになっ

ております。

榎本 ありがとうございました。では話を先に進めさせて

いただいて、危機管理に産業保健専門職あるいは産業保健

スタッフが関与する必要性や意義についてご議論いただき

たいと思います。

宮本 以前起こった原子力関連施設での事故や、乳業での

不適切管理の問題、あるいは現在問題になっている石綿に

しても、例えば産業医はそこにどういうふうに絡んだのか

というのは、検証してみる価値はあるかと思います。リス

クマネジメントの段階で十分関わっていれば発生自体を防

げていたとは思いますが、クライシスマネジメントの段階

で産業保健専門職が理想的に関わったら何が変わりうるの

か、という検証です。

そもそも、事前に想定する人体影響や環境影響等の範囲

に産業保健専門職を入れて検討したのかという点は非常に

大きなファクターだと思います。経営側だけでいろいろと

やってしまうと、例えば人体影響を軽く見積もるとか、あ

るいは想定外に置いてしまったということがあるかもしれ

ません。そこに産業保健スタッフがある程度絡んでいれば、

同じ事象でも想定の範囲内に入れて対策を事前検討できる

かもしれないという点で、この関与のしかたというのは大

事だろうと考えられます。

ただ、大企業においても、災害や環境問題はそれぞれの

管轄部門が対応して、意外と産業医のもとに情報が届いて

いないということもあるのではないかと思います。特に大

規模事業場では、安全部門や環境問題は直協一体という活

動になりますが、法的に産業医は事業者単位で直協一体に

なれない、という問題があります。もちろん事業場によっ

ては産業保健についても安全と同様に直協一体の活動とな

っているとこもありますが、クライシスの場合に産業医が

事業者に的確にアドバイスできるという前提は、産業医に

必要な情報が伝達される、ということになりますので、そ

こに若干の懸念があります。

近年のいくつかの大事故をきっかけに、大きな企業では、

危機管理時の産業医の役割をシステムに入れ出しているよ

うですが。特に有害物放出等で地域環境に影響してしまう

ような場合、産業医が何をするのかということがまだ全然

わからず、各社ばらばらという状態ではないかと思うんで

すね。

何らかの外部への緊急事態的な影響が出るとなったら産

業医がコールされなければなりませんし、その時には事業

所全体での対策本部なりができ、その一員として産業医は

動くことになります。いずれにせよ、リスクの段階で予防

的に事前対応しておくべきところ、何か起こったときの対

応、それから事後措置としての対応があり、それぞれフェ

ーズが違いますので役割も違うと思いますが、それぞれの

段階で産業医は絡む必要はあるだろうと思っております。

とにかく知らされていない、把握できていないでは何も

できませんので、やはり事業者と労働者と産業医の間で、

クライシスという観点で何らかの会議を持って、人体影響

なり、想定される範囲というものを議論・整理しておくと

いうことは大切であろうと思います。

山村 経営者側とかラインは緊急対応に追われるんです。

産業医や保健スタッフの人は一歩引いて、科学的な目で、

あるいは専門的な目で冷静に見ていただき、例えば原因分

析であるとか、それから根本的な対策を考え、助言してい

ただきたいですね。そうしないと、原因究明が遅れてしま

うんです。また、経営者はマスコミ対応に追われると、ど

うしても気持ちの上では言い訳をしたくなる傾向にありま

す。ですが、事実なり冷静な情報なりが入っていますと、

これはもう言い訳していたらだめだとの判断がつきます。

これが私はクライシスマネジメントのポイントの１つであ

ると思います。

桝元 私のところでは、実際に起こった時、産業医が何を

するかということは防災本部の計画の中に入っておりま

す。すべてお話しすると非常に長くなりますので、いくつ

かご紹介します。

まずはトリアージ＊に徹するということ。すなわち１人

の従業員の治療には向かわない、少し言い方は悪いかもし

れませんが、１人に関わっていてあとのたくさんの人を置

き去りにするわけにはいきません。最も現場に近い病院の

医師に、一番適切な情報を早く伝えられるのはやはり産業

医しかおりませんので、どういうけがが何人、どういうや

けどが何人、重症度が何人だというのはやっぱり判断しな

くてはなりません。そして、必要であれば救急車にも乗っ

て搬送につき添うなどなど。

そして、発生直後の対応としては、人的被害状況を正確

に把握することです。これは家族や職長を通じて会社に入

座談会　危機管理への産業保健職の関与

産業保健職の
クライシスマネジメントへの関与

宮本俊明（みやもととしあき）
1990年、産業医科大学医学部卒業。同年４月、新日本製鐵株式会社入社。同年
７月、千葉労災病院内科にて臨床研修。君津製鐵所労働部診療所医師（産業医）
を経て、現在新日本製鐵株式会社君津製鐵所労働・購買部主任医長（産業医）。
千葉産業保健推進センター産業保健相談員も務める。

家族・遺族への対応�
・被害者への訪問�
・家族や遺族への連絡�

近隣住民への対応�
・自治会長への連絡�
・問い合わせ対応�
�
�

マスコミ対応�
・取材対応�
・緊急記者会見�
・記者クラブ対応�

危 

機 

管 

理 

対 

策 

本 

部�

上部組織（本社）への対応�
・事象別の上部対応部門への連絡�
・担当役員への報告�
・トップマネジメントへの報告�

関連会社や労働組合等への対応�
・判明していることの連絡�
・操業および経営的な影響度の連絡�
・取引先等への連絡�

行政関連組織への対応�
・自治体役所や消防本部への連絡�
・警察署への連絡�
・労働基準監督署への連絡�
・保健所への連絡�

本部当局対応�
・被災状況把握（情報収集）�
・被災者救出と二次災害発生の防止�
・トリアージと救急処置および医療機関連携�
・被害拡大防止（発生源対策や避難など）�
・事情聴取への協力�
・発生原因調査／分析と再発防止策の検討�
・回収や復旧作業の検討�
・お詫び広告�
（下線は産業保健スタッフが積極的に関与すべき内容）�

事後措置�
・記録の作成�
・対応方法の見直し�
・マニュアル不備の是正�
・関係者に対する教育�
・リスクアセスメントの充実�
・必要な備品類の確保�
・再発防止策の実施�

今後の産業保健のあり方に関する研究　平成13年度総括報告書�

座談会　危機管理への産業保健職の関与

＊トリアージ　災害などで同時に多発した負傷者の、負傷程度による治療優先度の順位づけ



8 産業保健 21 産業保健 21 9

ってくる情報は、だいぶ変形して伝わることが多いので、

会社側と産業医とで話し合い、家族への病状説明がある時

には、ご家族の了承を得て産業医が同席させてもらい、そ

して正確な情報を事業所のほうにフィードバックする。こ

れは急性期の中の重要な仕事の１つではないかと思います

ね。

また、事故後のフォローとして私が今一番関心があるの

は、急性ストレス障害（ASD）と心的外傷後ストレス障害

（PTSD）ですね。これについては私のほうでも備えとして

どのように対応すべきか流れを考えております。まず、重

大事故が発生した際、当然のことながら当事者の方々は大

変なショックを受けることが予想されますが、各自で病院

へ行ってもらうということはしません。会社側と産業医と

保健師が話し合いをし、

初対面の医療機関の人間

よりも、健康診断で何度

も会っている我々のほう

が話しやすいという面も

ありますので、まずは

我々が当事者全員に面談

をするようにしたいと思

っています。

その後、それぞれカウ

ンセリングに通わせる、

もしくは精神科、神経科

を受診していただくな

ど、きめ細かくフォロー

していくべきだと思っております。

榎本 ありがとうございました。今の桝元先生のご発言に

絡んで、大崎先生、何か地域の観点から補足することはご

ざいますか。

大崎 企業内で組織としての危機管理あるいは従業員の

方々の救命活動におけるトリアージという点から誰がどう

判断を下すのかのお話しかと思います。私ども行政の立場

からは地域への拡大をいかに防ぐかが重要になります。そ

うした観点から言うといかに小さな問題が生じた時であっ

ても、それを所属の単独の判断にしないで、やはりリスク

マネージャーなりクライシスマネージャーなりという責任

ある人がいて、そこで判断をするという体制が取られてい

るかどうかが大きな鍵になるのではないかと思います。当

然、産業医もそうした専門職の１つになりますね。一上司

の判断となると、たぶん迷うでしょう。ですから、そうい

う時にきちんとしたマネジメントのトレーニングを受けて

いる人や医学的な面での専門家がいて、その人が判断をし

て、それに基づき必要な体制をとることができれば、先ほ

どから出ている予測されていない事象であるなしにかかわ

らず、おそらくきちんとした対応ができるのではないかと

思っています。

その上で、わからないことについて、いかに情報を共有

していくか。例えば行政に出してしまうとすぐオープンに

なってしまうと懸念をする場合もあるかもしれませんが、

公的に公表しなければいけない場合であるとか、あるいは

ペナルティーに関して大きな問題があるとか、あるいはそ

れが社会的に大きな影響を及ぼすことでないかぎり、いき

なり公表ということはありませんので、産業医などの産業

保健職のしっかりした体制があれば、きちんとした対応が

図れるのではないかと思います。

山村 ラインの管理職は、自分のところで問題を起こした

くないという気持ちがあるし、事故防止の担当者は事故を

少なくするのが自分の役目ですから、やっぱり事故を小さ

くみたいと思うんですね。だから、産業保健グループとい

わゆる普通の事故防止グループとはちょっと違った役割分

担があります。お互いによくコミュニケーションを持ち、

きちんと報告が行く体制が必要です。産業医は、科学的専

門的な目で、冷静に見ることができ、保健師もそうですね。

いきなり本社まで報告が行かなくても、せめて産業医のと

ころまではきちんと報告が行くような仕組みを作っておき

たいですね。

また、産業医の方がラインの管理者より遠慮なくトップ

にものが言えます。トップも医師などの専門家には一目置

いていますから、ラインの報告だけでなく、産業保健グル

ープの情報を非常に重要な報告として受け止めるでしょ

う。

榎本 ありがとうございました。クライシスの起こる前の

対策として事前にどういったことを心がけておくべきでし

ょうか。

宮本 製造業では一般的に、通常時は製造にほぼ100％傾

注して、いかに効率よく安全に安定して生産するかですが、

もしクライシスが起これば、生産への注力は最小限にして

おいて、クライシスの事態収拾のほうに傾注するというこ

とになります。事前の準備として、その中で産業医あるい

は産業保健スタッフは何ができるのか、何をすべきかとい

う点、まずこの位置づけを明確にしておく必要があると思

います。災害であれば、被災者が大量に発生するような場

合ですとトリアージという部分に関わる、あるいは原因が

わからない場合は一歩引いて原因究明のほうに関わるとい

うことになりましょう。この場合の優先順位は人命が関わ

ることが第一で、事業者側だけではできない部分を専門家

としてサポートすることとなります。

まず全体の流れの中で、自分はどこのポジションを取る

のかということを、事業所の中でオーソライズを得てやる。

当然、危機管理対策本部として外への対応がいろいろある

でしょうから、産業医は外への対応をやるのか、やらない

のか。やらないのだったら、被災者への対応とか２次災害

防止とか原因究明とか、いろいろやることがあると思いま

すので、これを決めておく。これがすなわちマニュアルだ

と思いますし、この訓練はしておくべきだと思います。

たいていの場合、産業医は１人ですし、１人の産業医で

やれることは限られています。まして常勤専属の場合と非

常勤嘱託の場合では大きく違います。つまり、手を動かす

当事者として対処するのかアドバイザーとして機能するの

かという場合も様々です。産業医がその場にいればいいけ

れども、いない場合は代理として誰がやるのか、産業保健

スタッフが不在ならトリアージは衛生管理者その他の人が

できるようにしておかなければならない等、そうした備え

も必要だろうと思います。例えば夜中に起こった時とか、

大地震ですと産業医が出勤できない可能性が高いというこ

とになりますと、その場にいる人の中で誰かができるよう

にしておかないといけないということですね。

そうした代替者をきちんとつけておくとか、産業医にコ

ールすると決めるのは誰か、トリアージする場所はどこか、

化学物質ですと汚染された地域と汚染を取り除く除染地

域、クリアな地域とを分ける、すなわちゾーニングは誰が

やるのかなど、全体の仕組みを作っておかないといけませ

ん。また、爆発の場合、それがテロによるものか、あるい

はただの爆発災害になるのかということを見抜く、疑って

かかる人が誰かいなければならないと思いますが、そうし

たトレーニングは誰かが受けておく必要があるか、等も検

討を要します。つまり、それぞれの担当者で何らかの事前

トレーニングが必要で、それが医学に絡む知識を植えつけ

る必要があるものであれば、誰にどんな教育をするという

教育者としての役割も産業医にはあると思います。

そうした全体の仕組みについて専門家の目で見て、一回、

トレーニングしてみて不具合点があったら修正していくと

いう、いわゆるマネジメントシステムを作るのに関わると

いう点も当然出てくるでしょう。いずれにしてもすべての

産業医はクライシスマネジメントに少し首を突っ込まない

と、人体影響ですとか、環境汚染ですとか、地域への影響

ですとか、いろいろなことで人に絡む点ではやっぱりプロ

ですので、そのプロの目を入れないと何かが抜けてしまう

のではないかという危惧があると思っています。

桝元 防災体制についてお話しをしておきたいと思います。

企業で防災体制を組まなければいけないのは自明のことで

すけれども、企業でできることがどの程度までかを考えて

おく必要があると思います。私どもとしましては、事業所

内で何かが起こった場合、その事象を小さな円と考えます

と、それが事業所の中に収まる範囲であれば、ここまでは

われわれが対応できる範囲、対応すべき範囲というふうに

考えます。その小さな円の中でできるだけダメージを少な

くする、そして近隣への影響をできるだけ少なくするとい

うことを念頭にしまして、この防災訓練を毎月行っており

ます。それは工場、各プラント、いくつかのマトリックス

で分かれるわけですけれども、毎月順繰りで、きょうは火

災だ、きょうは漏洩だなど、年に数回は産業医も入って全

事業所的な防災訓練を行っております。

そして、また数年に１回ですけれども、全コンビナート

として防災訓練をします。ヘリコプターや、公設の救急車、

桝元　武（ますもとたけし）
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消防車なども多数来ていただく大規模なものですが、これ

がなかなかうまくいかないことのほうが多い。この、なぜ

うまくいかなかったかということが非常に参考になりますね。

もう少しこれが拡大されますと、当然、近隣の労災病院

とも連携を取らなくてはなりません。これに関しては連絡

会議を定期的に行っております。

そういう広域にわたる事態が起きると、事業所として、

あるいは一企業として判断するのはちょっと難しくなりま

す。私どもも防災訓練は毎月行っておりますし、管理職に

ついては夜中の呼び出し訓練なども年に何回かあるわけで

すけれども、これが広域の大震災とかになってきますと、

その時点での出社の義務はなくなります。例えば東日本で

地震が起これば、西日本にあるプラントの大きなコンピュ

ーターに、自分の安否システム、携帯でもメールでも何で

も入りますけれども、それを入れる、それだけになります。

わざわざ事業所まで来てけがをさせてしまったら困ります

ので。

こうした一事業所の領域をはみ出すものについても、わ

れわれは考えております。実際に、会議の席でテロリスト

がジャンボ機を乗っ取って突っ込んできたらどうするとか

がありましたけれども、それは考えても仕方ないので、そ

うした場合はプラント運転の停止を確認して自分の安全を

図るようにという条文があるだけで、具体的なマニュアル

までは作っておりません。やれること、やれないことをは

っきりするということからスタートしたほうが、話があま

り抽象的にならず、実際に使えるマニュアルになるのでは

ないかというふうに私は思います。

榎本 訓練が重要だというお話しを伺いましたが、災害発

生後の２次災害の防止とか、あるいは復旧というようなと

ころも、やはりクライシスマネジメントとしては押さえて

おくべきことかと思いますが、山村先生、そのあたりはい

かがでしょうか。

山村 そのとおりだと思いますね。２次災害防止というの

は、企業にとって最も大事なことだと思いますね。重要な

点は、先ほどもありましたが、自分たちができる範囲をし

っかり認めて、できないものは早く専門家に手助けしても

らう、オープンにする、早く知らせるとか、そういうこと

が大事です。また、その点をきちんと日ごろから教育して

おくべきです。

それから、復旧については、私はお客様を扱う輸送業を

やってきましたが、極めて常識的な安全のための普通のや

り方を非常事態の時も素直に出せるかどうかが重要です。

例えば新潟県中越地震のときに新幹線が脱線して、あのと

き駅以外で何本も止まっています。そのお客さまをみんな

新幹線から徒歩で誘導しているんですね。深夜にかかった

のに怪我人もなく無事誘導したわけですが、車掌なり駅員

なりに決して地震用の特別な訓練をしているわけではな

く、一般的な避難誘導、日常的・基礎的なことが、段取り

よく行われたからできたことです。

ですから、クライシスマネジメントの中で重要なもう１

つのポイントは、日常のいろいろな行動、あるいは社会

的・常識的行動が、きちんとできていることが大前提なん

ですね。クライシスマネジメントばかり注目しすぎてもい

けない気もします。日常の管理がきちんとできていると、

リスク管理の大部分をカバーできると思います。

大崎 産業医の先生方にきちんとした活躍を期待できると

いうのは、どのぐらいの規模からと考えたらよろしいので

しょうか。と申しますのも、産業医が常勤として勤務され

ている事業所というのは、限られた大手企業ということに

なるのでしょうが、多くは常勤の産業保健職をもたない中

小規模事業所でしょうから。

宮本 専属産業医の選任が法的に義務付けられているのは

従業員1,000人以上、または有害業務従事者が500人以上の

事業場となっています。嘱託産業医など、非常勤の先生に

これまでお話ししてきた対応を質・量ともに求められるの

かという問題は確かにあります。

大崎 桝元先生も宮本先生もトップランクの大企業の産業

医だから、今日はそういうお話を伺えますけれども、必ず

しもこういう形は期待できないでしょうね。

桝元 必ずしも規模だけで決まるものではなくて、会社が

どういうふうに産業医を活用するかという要素も重要で

す。活用し尽くしてもらわないとわれわれも張り合いがな

いですので、ただ単に診療所を作って、けがの手当てなり、

風邪やおなかの薬を出すというのでしたらモチベーション

が下がってしまうし、それはやっぱり悪循環になる。やっ

ぱりできるだけ有意義に活用していただきたいというふう

にわれわれは希望しますね。

宮本 非常勤の産業医の先生に、事象が発生したときに科

学的で公正なアドバイザーとして機能していただくのであ

れば、必要な情報はきちんと届いていないといけないと思

います。となりますと、社外の非常勤の先生にかなりの部

分の秘密を開示できるのかという、これは経営側の姿勢に

も関わってくると思うんですね。その点について、産業医

は社外者だという意識が表れることはないのかという懸念

が多少ありますね。

山村 その時に保健師さんの使い方が大切ですね。保健師

さんが非常勤の産業医と大変良い人間関係にあって、その

橋渡しをきちんとやれればいいと思います。

宮本 それは確かに有効な手法の１つだと思います。保健

師を上手に活用しているところは、産業医との連携や医療

機関との連携もうまくいっている例が多いようです。また、

全事業場数の９割以上、全労働者数の６割弱は、従業員数

が50人未満の規模ということになりますが、そうしたまさ

しく産業医がいないという状態をどうフォローしていくか

というのは大きな課題ですね。

例えば地域産業保健センターにはこういったことへの相

談対応ができるのか、あるいは産業保健推進センターが対

応できるのか、保健所ほか自治体においてはどうかといっ

たことも、中小規模事業場におけるクライシスマネジメン

トに大きく関わると思います。

これまでの議論で、産業保健職の関与すべきクライシス

マネジメントには、事前検討や訓練のフェーズ、何か起こ

ったときの急性期対応フェーズ、それから２次災害防止や

復旧に関する科学的アドバイザーのフェーズという、少な

くとも３つの役割があるようです。とすれば、産業保健セ

ンターは事前検討フェーズと科学的アドバイザーのフェー

ズで、産業保健スタッフと協力して対処していただければ

ありがたいと思いますし、自治体は急性期対応を事業場や

産業保健スタッフと協力して対処していただけるとありが

たいと思います。

もちろんわれわれ専属産業医も、嘱託産業医など非常勤

の産業医のレベルにまで、これまで議論してきたことを拡

げていく努力は惜しみません。

榎本 今、宮本先生からご指摘がありましたが、産業保健

職や企業を支援する側についてお伺いしたいと思います。

具体的には外部リソースの１つである産業保健推進センタ

ー、そしてクライシスが地域にも影響を及ぼすに至った際

に重要な役割を果たす自治体、それぞれの立場からご発言

いただければと思います。

村上 今日、話題に出ましたが、原子力関連施設での事故

や、現在問題化している石綿についても、茨城産業保健推

進センターに少なからぬ相談がありました。推進センター

としては幅広い相談に対応できることが重要で、土地柄か

ら、将来の事故を想定して放射線の健康影響の専門家を置

いています。対応できなければ推進センターの存在価値が

問われますから。幸い私ども労働者健康福祉機構は、47都

道府県に産業保健推進センターを設置し、36の労災病院を

擁しておりますので、そのスケールメリットを生かして情

村上正孝（むらかみまさたか）
1966年、東京大学医学部卒業。国立環境研究所環境保健部長、筑波大学社会医
学系教授（環境保健学）を経て、現在、労働者健康福祉機構 茨城産業保健推進セ
ンター所長。
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中小規模事業場における
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大崎逸朗（おおさきえつろう）
1972年、千葉大学医学部卒業。同年、神奈川県立こども医療センターで2年間レジ
デント研修。以後小田原市立病院、都立築地産院、こども医療センター、君津中央
病院等で新生児医療に携わる。1996年、臨床から行政に移り神奈川県茅ヶ崎保健
所に勤務。足柄上保健福祉事務所長、本庁衛生部医療整備課長、衛生部長などを
歴任。衛生部と福祉部の統合により保健福祉部が発足し、現在は保健福祉部長。
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報提供や実際の対策について適切なアドバイスができるよ

うな体制を整えております。

また、クライシスマネジメントのご相談に現状の推進セ

ンターが対応するというのは、大変なことだとは思います。

しかし、事業者が本当に真剣に考えておられるのであれば、

その対応はできると思います。山村先生のように、そのよ

うなことをよく考えていらっしゃる経営者の方や専属産業

医の先生方もおられるわけですから、私どものスタッフお

よび相談員で対応できない場合には、今日、ご列席の先生

方のような専門家のご意見を伺いながらお役に立てると、

６年前の原子力関連施設事故の経験から私は思います。

さらに、近年産業保健と地域保健の連携ということが盛

んに言われています。個人的にはこれを安易に語るべきで

はないと思っておりますが、お互いが持つ情報やノウハウ

を提供しあい、事に臨むという体制はしっかりと構築して

おく必要が、現在の課題としてあると思っております。

大崎 先ほど､お２人の産業医の先生から事業所の枠を越

えたときのお話しも出ていました。例えば大きな被害が出

たときの救護体制です。神奈川県では地震等の自然災害に

備えて災害拠点病院を30指定しておりまして､これを以前

は衛生部の中に災害時医療救護の担当を４人配置していま

した。この４月に衛生部と福祉部を統合して保健福祉部と

なりましたが､これを契機として災害に限らず様々の医療

救護を担当すべく５人の体制にして､健康危機管理に備え

ています。

一番大事なことは、やはり例えば火災でやけどをしたの

か、化学被害なのか、放射線被害なのか、そこのところが

あいまいなままで消防隊が救助活動をするとなると、どこ

に収容していいかというのを悩むわけですね。神奈川です

と、例えば放射線被害であれば北里大学で除染を含めてす

べての用意がしてある、また４つの大学には熱傷センター

というのも用意してあって、そこの中にはさらに化学テロ

に備えて、さまざまな化学物質に対して解析装置を用意し

てある箇所があるというような形になります。

ですから、そういう中で、いかに的確な情報をいただく

かに、適切な救護活動ができるかどうかがかかっています。

また１つの病院で処理できなければ、いくつかのところで

対応することが可能になるんですけれども、被害の質と量

といいますか、そういったものの情報をいかに的確に伝え

ていただくかというのが一番大きいのかなと思います。そ

れによって２次災害、２次被害を防ぐこともできますし、

救助に携わる消防隊の方や医療関係者、または延いては地

域住民の２次被害も防ぐこともできるでしょうから、そう

いうことが一番大事なのかなと感じています。

榎本 そのような情報なり体制を取っていることが、事業

所にはどのように提供されていますでしょうか。

大崎 これまで産業保健と通常の地域保健というのは接点

がほとんどなかっただろうと思います。今、いろいろな情

報が欲しいというご指摘をいただきましたけれども、逆に

私ども自治体のほうでは、産業保健という専門家の部分が

あって、その中で例えばメンタルヘルスとか、いろいろな

感染症対策とか、そういうものもすべてきちんと行われて

いるというように理解していました。こちらが提供しても

意味がないのではないかという感覚すら持っていましたの

で、どういう情報が必要なのかというのはよくわからずに

きています。その意味では、以前から産業保健との接点を、

連携をという言葉で言われたかもしれませんけれども、必

ずしもそういう連携は十分には図られてはいないのかなと

思います。

村上 その連携についてですが、以前に比べれば県庁の保

健福祉部門と私ども推進センターとの関係については、こ

このところ非常に緊密なものになってきました。

例えば、地域と職域におけるＣ型肝炎のスクリーニング

の実施状況についての情報交換の問題がありました。保健

福祉部は老人保健法に基づいたところの基本健康審査にお

いてC型肝炎のスクリーニングは全住民を対象としたとこ

ろのスクリーニングを行っているが事業所のスクリーニン

グ実施状況はどうだと聞かれました。それはやった方がよ

い。しかし費用は誰が持つのか。健診と同じように事業主

負担ということになるのだろう。私ども推進センターは、

事業所におけるスクリーニングの実施状況について調べて

みました。いくつかの大企業および健診機関から実施状況

についての情報を得て、だいたいこれぐらいやられている

と保健福祉部に報告致しました。さらに職域の場合、労働

安全衛生法に基づく法定健診は義務はあるが、Ｃ型肝炎の

スクリーニングは法定外の健診であり、すべての事業所の

協力を期待するわけにはいかない旨を伝えたわけです。ス

クリーニングの機会を得られなかった職域の人をどうした

らよいかという話し合いが現在進んでおります。

また、先ほど宮本先生がおっしゃいましたけれども、多

くの産業医が今果たしている業務の遂行状況というのは、

いくつかの大企業の場合はレベルが高いと思いますが、そ

うではないところは低いレベルにあると言わざるを得ませ

ん。

そこで、労働安全衛生マネジメントシステムの緊急時の

体制の要求事項において、産業保健スタッフの役割という

のは大事だよというスローガンだけではなくて、山村先生

の言われましたように、それぞれの企業で、クライシスマ

ネジメントの体制と具体的な解決等の事例が示され、それ

を防ぐための日常的な健康リスクのマネジメントの進め方

の具体例を私どもにお教えいただけると、もっと現実味を

帯びて、皆さんにその有用性を知っていただけるだろうと

思います。

榎本 今日のお話でクライシスマネジメントの中で産業保

健職が一定の役割を果たしているということが見えてきま

したが、経営の視点から産業保健職に対して期待すること

は何でしょうか。

山村 クライシスに際して、冷静に科学的に原因究明をで

きるのは、正に産業医をはじめとする産業保健スタッフで

はないかと思います。ですから、しっかり根本原因の究明

をしていただいて、時間はかかっても地道な対策をきちん

とやっていくこと。もし隠したり、それによって事件を大

きくしたりすることがあれば、企業風土を変えていかなけ

ればならないですね。粘り強く、小さな事故も小さな病気

でもきちっと報告しましょうということを現場の管理者や

従業員に浸透させなければいけないのです。そうした役割

を産業保健スタッフへ期待したい。

榎本 ただ今のご発言について、実務者としての立場から

はいかがですか。

宮本 何か起こった時に一歩引いた立場で冷静かつ科学的

な分析を、というのはたいへん大事なことだと思います。

それから、企業の風土を粘り強く変えていく、あるいは事

業者に対して何らかのアドバイスをきちんと行っていくと

いうようなポジションというのを、産業医が自ら作ってい

かないといけないと思いますし、また求められるような活

動もしていかないといけないだろうと思っております。

そう考えますと、今の多くの産業医の、組織の中でのポ

ジショニングが適正なのかどうかについては一考する価値

があるかなと思っております。このようなクライシスだけ

ではなく、ふだんから科学的なアドバイザーとしての立場

でちゃんと期待されているのか、期待に応えられているの

かということです。とりあえず診療所で薬を出しているだ

けというのではなくて、先を読んだリスクマネジメントを

いかにきちんとやるか、そして何かあった時、すなわちク

ライシスの際にはどこまで頼りになる存在であるのかとい

ったことに留意して活動していくべきであろうと思ってい

ます。

桝元 クライシスマネジメントに関しては、そのそれぞれ

の局面に対して、産業医、産業保健職というのは必ず寄与

できるところがある。特に私どもの世代の産業医というの

は企業で言えば中間管理職の世代ですが、それなりの専門

経験もあります。当然、やる気も元気もまだまだあり、そ

れを活用することが企業の活力にもつながりますし、従業

員や家族の心身の健康にもつながっていくことと思います。

クライシスにどう対処していくかを考えることは、企業と

して産業保健職をどう上手に活用するか、産業保健職はど

う有意義に支援するかということを見直す良い機会になる

のではないかと感じました。

榎本 本日は貴重なお話しをありがとうございました。

〈司会者〉榎本克哉（えのもとかつや）
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ていくなかにあって、集大成としての意味合いを感じとる

ことができる同フォーラム。一方で、同推進センターの存

在や事業の内容を広く知らしめる“広報”の役割も十二分

に果たしてきた。同推進センターの開設時期自体は、やや

後発だったが、各種の事業活動の充実振りが、このフォー

ラムに見てとれると言っても言い過ぎではないだろう。

そんな大分産業保健推進センターの事業のなかで目をひ

くもののひとつに、産業保健研修会がある。今年度のライ

ンナップでは、「衛生管理者等研修」が25回、「産業看護職

等研修」が３回、「カウンセリング研修」が11回、「産業医

研修」が22回、「産業保健セミナー」が２回と、実に延べ

63回に上る。冒頭で触れたのは、今年度10回目の産業医研

修である。

津守 均副所長が、「たとえば今回、作業環境測定機器の

使い方を取り上げたのも、概して産業医が測定に関しての

経験が少ない現実に目を向けたためです」と言うように、

研修テーマも、現場で活かせるものや今日的な課題という

べきものばかりである。ただ、気になるのは大分県の広さ

である。場所や内容、講師の手配、あるいは広報などにか

なりの労力を要するはずだが、井手 力業務課長は、「おお

むね、県内の地域センターがある５地域に会場を設営して、

同地域センターの協力を得ながら適宜に配分しています」

と、さらりと語る。同推進センターと各地域センターとの

連携の良さが推し量れるところである。

各研修後、参加者から集めるアンケートには、「有益」

「分かりやすい」など、多くの称賛の声が記されている。同

推進センターの面目躍如であろう。

センターだより
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「ヤマタノオロチ」に代表される神話が数多く生まれ

た地、島根県。徳川幕府の財政を約300年にわたり支え

てきた「石見銀山」や、淡水と海水が混ざり合った汽水

湖として有名な「宍道湖」など、数多くの観光名所を擁

する。

島根県の中心都市である松江市に、松江地域産業保健

センターはある。同センターの管轄は、

松江市をはじめとし、安来市、雲南市の

うち大東町・加茂町・木次町、さらに八

束郡、仁多郡、隠岐郡となっている。運

営は松江市医師会（信太
し だ

秀夫会長。同セ

ンター長兼務）が行い、同医師会館の一

室に設置されている形だ。

同センターの松浦周之助コーディネー

ターは、「平成８年の開所した当初は、何

から着手していいのか分からず右往左往

していましたが、最近では、『健康診断後

の医師の意見聴取』と『過重労働による

健康障害防止のための助言指導』という

活動が定着しつつあり、徐々に相談件数

も増加してきました。また、今年度から

は、メンタルヘルスセミナーなどの活動も加わる予定で

す」と、現在の活動状況について語ってくれた。

また、同センターの保健師・長浦弘子さんは、「ここ

島根県は、県や市町村の地域保健活動でも、以前から産

業保健に対する取り組みが熱心で、保健所が中心となり、

地域と職域の連絡会が行われたり、労働者を対象とした

健康活動も様々な形で実施されていました。当センター

がどう取り組んでいけるのか悩みながら活動してきまし

たが、『足りない部分を補い合う』方向で、連携を取り

合い活動を進めています」と、徐々に同センターが地域

に根付いてきた経緯を話してくれた。

同センターの保健師は、長浦さんと堀 洋子さんの２

名。そのうち地域保健に携わった経験を持つ長浦さんは、

「地域保健に携わっていた当時は、働き盛りの方々の予防

面に関われないジレンマもあり、産業保健活動にとても

興味を持っていました。産業保健に携わるようになって

からは、一層地域と職域のスタッフとの連携を大切に活

動しています」と、前職での経験をフルに生かしている

様子だ。

同センターの管轄地域内には、約180名の日本医師会

認定産業医がいる。松浦コーディネーターは、「当センタ

ーでは、登録産業医であるか否かにとらわれず、事業場

からの依頼があれば、その事業場の近隣にいる認定産業

医の先生に声をかけるようにしています。登録の有無に

関わらず、皆さん快く引き受けてくれますよ」と、独特

な手法を紹介してくれた。このやり方のベースには、「事

業場の近くにいる医師のほうが、後々も何かと相談しや

すい」（松浦コーディネーター）

という考えがある。また、「事

業場に対して『お医者さんと嘱

託産業医の契約をしなさい』と

言うと、大抵の事業主は腰が引

けてしまうものです。しかし、

『近所の産業医の資格を持つお

医者さんに“かかりつけ医”に

なってもらい、従業員の健康相

談などを一本化すると便利です

よ』と勧めると、案外すんなり

と動いてくれるものです」と、

これまたユニークな発想を語っ

てくれた。

取材中にも、ある事業場から「先日紹介してもらった

先生に、当社のかかりつけ医をお願いしたいのですが」

との連絡が入った。電話を受けた松浦コーディネーター

は、「ほらね」と笑顔で振り返った。

島根県は、産業保健推進センターの設置が隣県の鳥取

とともに全国でも最後（平成15年）であった。活動も軌

道に乗り始めた時期に、さらに心強い味方が現れたとい

ったところであろう。今後ますますの活躍が期待される

同センターである。

事業場の近隣の認定産業医を紹介し
後に続く関係づくりを心がける

松江地域産業保健センター
〒690‐0048 島根県松江市西嫁島２‐２‐23

松江市医師会館内
TEL 0956‐22‐5900 FAX 0956‐22‐5952

松江�
地域産業保健�
センター�

松江�
地域産業保健�
センター�
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８月27日、大分産業保健推進センターは、日田玖珠地域

産業保健センターを会場に、「産業医のための作業環境測

定機器の使い方」をテーマとした産業医研修を開催した。

同推進センターが実施している産業保健研修会の一環とし

て行ったもので、日田玖珠地域の産業医20余名を集め相次

ぐ台風の影響など微塵も感じさせない熱気が漂った｡

◆

本誌が読者の方々に届く頃、10月６日に「第６回豊の国

産業保健フォーラム」が開催されていることだろう。統一

テーマは、「疲れていませんか　心とからだ～過重労働に

よる健康障害防止のために～」。第６回であるのは、大分

産業保健推進センターが開設したのが７年前だから。つま

り、同センター開設以来の“肝入り”なのである。今や大

分県の産業保健シーンのメインイベントになっているもの

だ。もちろん「豊の国」とは、おおむね大分県を指す。第

５回までは、県内を主体に様々なメッセージを流してきた

が、今回は、福岡県（福岡産業保健推進センター）や佐賀

県（佐賀産業保健推進センター）、長崎県（長崎産業保健

推進センター）など、北九州ブロックをカバーしている。

基調講演から同推進センターの研究報告などに続いて行わ

れるパネルディスカッションは、実例を多数紹介して展開

するもので、毎年大好評を博す。テーマも、産業現場の直

近の課題を厳選している（第５回は「メンタルヘルス」を

掲げた）。

各種の研修をはじめ、窓口・実地相談、情報の提供、調

査研究、助成金の支給などと、様々な日常の事業をこなし

各地域センターと密に連携
多様なニーズに的確に応える

大分産業保健推進センター
〒870‐0046 大分市荷揚町３番１号

第百・みらい信金ビル７階
TEL 097‐573‐8070 FAX 097‐573‐8074

大分�
産業保健推進�
センター�

大分�
産業保健推進�
センター�

センター入口前で、松浦コーディネーター（右）と長浦さん。

右が津守 均副
所長、左が井
手力業務課長。

研修会で作業環境測
定機器を手にする参
加者（産業医）。

実務性に富んだ研修を県内各地で
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申請要件

①２以上の小規模事業場＊の事業者が共同して産業医の

要件を備えた医師を選任すること。
＊企業規模にかかわりなく、常時使用する労働者数（労働保険概算・確定
保険料申告書等による助成金申請の前年度の１カ月平均使用労働者数と
します）が50人未満の事業場をいいます。

②以前に本助成金を受給したことがないこと。

助成金の申請時期

毎年度４月１日から５月末日まで、６月１日から６

月末日までおよび10月１日から10月末日まで。

助成金額及び支給期間

助成金は、１事業年度につき１事業場あたり表のと

おりで、事業場の規模に応じて支給します。支給期間

小規模事業場産業保健活動
支援促進助成金のご案内
産業医共同選任事業

小規模事業場産業保健活動
支援促進助成金とは

労働者数50人未満の小規模事業場の事業者が

産業医の要件を備えた医師を共同で選任し、その

医師の行う職場巡視、健康診断の結果に基づく保

健指導、健康教育、健康相談、衛生教育等の産業

保健活動により、従業員の健康管理等を促進する

ことを奨励するための助成金です。

助成金の申請および支給条件について

健康はみんなの願い！！ 共同で選任しよう産業医

今回の主役は…と書き始めたところでハタと筆が止

まる。普段は個別に取材先１社を訪れるのだが、今回

は少々勝手が違う。一方は親会社にあたり、もう一方

はその協力会社。どちらか一方が主役なのではなく、

この両者のあり方自体が非常に興味深いのだ。

前者は三菱重工業株式会社下関造船所、後者が三菱

下船協力会になる。７月１日現在、親会社たる三菱重

工下関造船所には832名が勤務し、協力会のほうは会

員42社、準会員８社で計712名が勤務する総計1,500名

を超える大所帯。

産業医共同選任事業導入のきっかけを、同造船所総

務部の藤沢慎悟・安全担当課長が語る。「山口産業保

健推進センターさんからの勧めもあり、この事業の存

在は知っていました。協力会の皆さんについても、も

ともと法定の健康診断プラスαはしっかりとカバーし

てきましたが、高齢化とともに、より個人の健康管理

にフォーカスしていけないものかと、当時の産業医の

先生と相談し、導入することになりました」。

一方、協力会をとりまとめる鬼武勇雄会長代行（丸

電電機）は、「安全衛生教育も含め、社員の方と普段

から分け隔てなくやっていただいています。常にわれ

われのことも考えて真剣に、一生懸命取り組んでいた

だいておりますので、こちらもそれに応えていこうと

いうことで、本制度の導入は大歓迎でした」と語る。

共同選任産業医は、同造船所専属産業医の松本知万

医師が務める。「定期健康診断、特殊健康診断の事後

措置を柱に、現場パトロールや個別の勉強会など現場

に入り込んでいます。事後指導では、昼間に個別に事

務所にお呼びし、健康教育を行っています。この制度

を導入する前まではそこまで踏み込めませんでした」

と松本医師が制度導入の利点を語る。

「協力会の皆さんも、いわゆる職人気質で頑固な方

が多い（笑）。社員なら業務命令で従わせても、協力

会社にはなかなかそうはいきません」と藤沢課長が言

うと、「たとえば汗をかいてわずらわしくなり防じん

マスクを取る…すると先生にダメですよ、と。なぜい

けないかを何回も言われるうちに自然と意識が高ま

り、身についていきます」と鬼武会長代行が応ずる。

同造船所総務部・安全環境グループの佐伯芳男主任

は、「確かに保護具の着用率は良くなってきています。

松本先生が現場で分け隔てなく自分から積極的に声掛

けをされているからでしょう」と言うと、「逆に最近

活用事例

● 三菱下船協力会＆三菱重工業株式会社下関造船所

協力会社の健康管理に活用し
大きな成果
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は、３カ年度です。２年度目、３年度目についても継

続のための支給申請が必要です。

■事業場の区分と助成額

申請に必要な書類

①様式第１号産業保健活動助成金支給・変更申請書

②様式第２号産業保健活動推進計画書

③共同選任医師との契約書の写

④産業医の要件を備えた医師であることを証明する書類の写

⑤申請年度の労働保険概算・確定保険料申告書の写等

（労働保険番号、労働者数の記載があるものに限ります）

申請先

都道府県産業保健推進センターへ助成金の支給申請

を行います。

（原則として代表事業者は、集団を構成する事業場の

申請書をとりまとめて提出していただきますようお願

いいたします）

助成金の支給

労働者健康福祉機構は、申請に基づき審査を行い、

集団を構成する事業場ごとに助成金の支給額を決定し

通知するとともに、銀行振込により助成金を支給します。

詳しくは都道府県産業保健推進センターまたは（独）労働者健康福祉機
構産業保健部産業保健助成課（044-556-9866）にお問い合わせください。

小規模事業場の区分 助成額
30人以上50人未満の事業場 83,400円
10人以上30人未満の事業場 67,400円
10人未満の事業場 55,400円

（注）共同選任医師を選任するのに要した費用の額が上記の額を下回る場合は、その医師を選任
するのに要した費用の額を支給します。

は、別件で現場に出向いても、協力

会の方たちが気軽に声を掛けてくだ

さるようになりました。続けていく

ことでもっともっと成果が出てくる

と思います」と松本医師。鬼武会長

代行も、「頑固者たちが（笑）、話し

かけやすい、何かあった時、気に掛

かった時相談しやすいと言うんで

す」と顔をほころばせる。

松本医師とタッグを組んで協力会

の健康増進に奔走するのが、「誰が

どこで何の仕事をしているかを熟知

している」（松本医師談）という同

造船所総務部・安全環境グループの

保健師・池田弘子さんだ。池田さん

も、「再検査でも、以前は何度も繰

り返し連絡しなければ来ていただけ

ませんでしたが、今では受診率の高

まりはもとより、きちんと時間どおりにいらして、私

たちの話に耳を傾け、問題があると分かると職場で自

主対応から解決へと動いてくれます」と協力会社社員

の姿勢を評価する。協力会の事務局を務める芝谷理砂

さんも、「会員会社の多くは、３～４人の小さな会社

で、社長自らが何もかもこなさなければなりません。

ですから、健康を通じて個々の従業員の意識、自主性

が高まることは、各協力会会員会社にとっても良いこ

とだと思います」と言う。

「産業医共同選任事業の導入は、あくまでも基礎づ

くりの段階です。その後にどう生かしていくかが今後

の課題です」と藤沢課長が言うと、「今では健康管理

について事業計画にも盛り込み、協力会として計画的

に取り組んでいます。今後は、松本先生がおっしゃっ

たように、いかに続けていくか、そしてどう次につな

げるかが大事です」と鬼武会長代行が力強く結んだ。

後列左から芝谷さん、保健師の池田さん、佐伯主任。前列中央の鬼武会長代行をはさみ、
その両脇に松本医師（左）と藤沢課長が。



る委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者

の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労

働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときに

おいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名

しなければならない」、「前２項の規定は、当該事業場の労

働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約

に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない」

となる。

この同法第19条の第２項と第４項の規定については、安

全衛生委員会委員が安全衛生について「経験を有するもの」

等で構成され、かつ労使により構成されることに留意する

必要がある。

同委員会では、第18条第１項の規定により、「労働者の

健康障害を防止するための基本となるべき対策に関するこ

と」（第１号）、「労働者の健康の保持増進を図るための基

本となるべき対策に関すること」（第２号）、「労働災害の

原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること」

（第３号）、「前３号に掲げるもののほか、労働者の健康障

害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項」（第４号）

について、「調査審議」し、「事業者に対し意見を述べ」な

ければならないこととなっている。

以上、法に規定されている安全衛生委員会の諸要件につ

いて見てきたが、次節以降、筆者の経験も織り込みつつ、

産業医としての安全衛生委員会への関与の仕方について解

説していく。

安全衛生委員会の創設、委員会開催までの作業プロセス

に関われるとすると、産業医として非常に貴重な経験とな

社内で強調されやすいことを認識して、社員のセルフケア

になるような内容や会社が対応するにあたって参考になる

ような意見を、産業医学の専門家として慎重に述べたい。

場合によっては、その場での即答は避けて、「では、次回

までの宿題」とする勇気を持つなど、正確かつ誠実な姿勢

で臨みたい。

さて、産業医意見のいくつかの例を紹介する。「配達で

バイク事故が発生し、それが再発である」ということに対

して、「安全におけるヒューマンエラー」の話、「事故を繰

り返す労働者に多い睡眠障害の問題」、「メンタルヘルスの

問題」など、様々な角度からコメントする。職場巡視や社

員の健康相談などを通して社内でどのような問題が起こっ

ており、その解決策としてはどうすればよいのか、そこへ

のセンサーが働けば産業医意見が会を盛り上げることにな

る。

産業医歴が短い場合、えてして産業医意見で何を発言す

ればいいのか当惑することもある。その対策としては、ま

ずあらかじめ会の首題を連絡してもらうこと、そして必要

な情報を事前に収集しておくことである。情報の入手には、

関連書籍や雑誌はもとより、厚生労働省のホームページ、

中央労働防止協会（中災防）のホームページ、労働者健康

福祉機構及び都道府県産業保健推進センターのホームペー

ジなどが役に立つ。また、産業医科大学が管理しているメ

ーリングリストに投稿すると、丁寧な回答がもらえ、知り

合いの産業医が多くなると直接聞くこともできる。準備し

ていったにも関わらず、なお想定外の質問があったときは、

くれぐれも無理をしての即答は避け、自らの宿題として持

ち帰り、後日できるだけ早く回答を作成して議事録に載せ

てもらうことをお勧めする。

ここで一点、反省も含めて注意事項を挙げておく。それ

は、「産業医ばかりが話しすぎないこと」である。産業医

がついつい他の委員を圧倒してしまい、いつの間にか自分

だけが話している状況は避けたいものだ。これでは会社で

解決しなければならない問題が討論される機会を逸してし

まいかねない。特に、多勢の前では、会話が途切れると間

髪を入れずに口を開いてしまうのはよくない。先の立ち上

げたばかりの衛生委員会でも当初はしばしばそのようなこ

とがあり、そのうちに衛生管理者が「議題がないので、先

生の話だけにしておきました」と連絡をよこすようになっ

た。数回は「では、話題提供ということで」と、委員の衛

る。筆者は偶然ある事業場でそのプロセスに立ち会うこと

ができ、後の産業医業務に大いに活かせることとなった。

まず、衛生管理者はもちろんのこと、人事・総務といった

関係部門をはじめ会社の上層部と顔見知りになることから

始め、委員の学習内容から議事録記載の様式も指導的に関

わり、また机上の空論とならないように委員会の前後に職

場巡視を取り入れ委員の五感を鍛える（それ以上に産業医

のほうも現場を知るという意味で大変鍛えられる）といっ

た工夫を行った。しかし、当初は、毎回の意見交換に終わ

り、その後の見直しや再検討がなかなか軌道にのらず、産

業医は自らも記録をたどりながら、記憶もフル活用して、

のんびりしている衛生管理者の背中を押すこともしばしば

あった。

現在では、労使が職場の安全衛生上の問題について様々

な意見を述べ合う会として、その決定事項を会社に提案で

きるまでになった。具体的には、委員会開催のたびに「社

内食堂閉鎖への対応」、「喫煙室撤去」、「委託健診機関の選

定」、「入り口床段差の解消」、「メールによる健康相談窓口

の設置」、「健康教室の開催」、「安全衛生計画作成」、「衛生

管理規定・細則の見直し」などが審議され、委員会で決定

されると委員長が管理者会議へ提案し、筆者の予想以上に

フットワーク良く実施に漕ぎ着けるまでになったのである。

安全衛生委員会に出席したら、産業医としてぜひ発言を

したい。委員会には労使がそろっており、そこでの議題は

会社を安全衛生の立場から見た、労働者の健康障害の防止

及び健康の保持増進に関する課題や改善点である。今現場

で何が起こっているかを知ることは、より会社を知る近道

となる。当初は質問をしてもよいし、メモをとっておいて

後に衛生管理者に直接聞いてもよい。

また、できれば少々時間をとってもらい自ら話をするこ

とで、産業医の人となりを理解してもらう第一歩としたい。

話題は、当初は「季節の健康管理」などでもよい。医師と

しては社員の健康障害を起こさない、もしくは起こしても

最小限に早期発見・早期対応ができる予防の観点からコメ

ントをするとよい。特定の「病気の話」をしたときも最後

には、必ず予防のための方法を付け加えるようにしたい。

委員会の委員は、産業医がどのような話をするのか関心を

持っている。そこで大事なことは、産業医意見というのは
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産業医契約の中に、安全衛生委員会への出席という項目

がある。労働安全衛生法（以下、「安衛法」）第17条、第18

条には、それぞれ安全委員会、衛生委員会について規定さ

れており、政令で定める業種と規模（従業員数）ごとに設

置しなければならないことがわかる。同法第19条には「安

全衛生委員会」について規定され、「事業者は、第17条及

び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなけ

ればならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、

安全衛生委員会を設置することができる」とされている。

安全衛生委員会の委員については、同条の第２項に規定

され、「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外

の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する

もの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した

もの」（第１号）、「安全管理者及び衛生管理者のうちから

事業者が指名したもの」（第２号）、「当該事業場の労働者

で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名

したもの」（第４号）、「当該事業場の労働者で、衛生に関

し経験を有するもののうちから事業者が指名したもの」

（第５号）と並び、第３号に「産業医のうちから事業者が

指名したもの」とされている。それぞれが「事業者が指名

したもの」とされている点については、安全衛生委員会も、

安衛法の根底にある「事業者責任」の一環であることを示

している。

同条第４項には、安衛法第17条第３項から第５項の準用

について規定され、これに従い読み替えると、「安全衛生

委員会の議長は、第19条第２項第１号の者である委員がな

るものとする」、「事業者は、第19条第２項第１号の者であ

産業医活動
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安全衛生委員会への関わり方
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1. 安全衛生委員会とは

2. 安全衛生委員会の立ち上げ

3. 安全衛生委員会での活動



ある。そのような組織の中では、ともすれば個々の持つ感

覚、意見は認識されないままにすべて上からの指示に疑問

も持たずに淡々とこなす、すなわち自律を忘れてしまいが

ちである。疑問も持たないことは、それはそれである種の

幸せかもしれないが、中身が労働災害などとなると話は別

である。そこにはいわゆる事業者の「安全配慮義務」の問

題がある。つまり、事業者と労働者が結ぶ労働契約に付随

する信義則上の義務たる安全配慮義務は、「労働安全衛生

法上の健康管理義務を踏まえ、事業者は労働者の就労条件

についての具体的な法規制、労働環境、当該労働者の素因

や基礎疾病、発症している疾病の内容や程度に応じて、個

別具体的に特定業務の軽減ないしは免除措置を講ずるなど

により就労環境を整備するとともに、健康管理面について

も一定の配慮ないしは把握を行うこと」とされ（本誌第38

号「特集」参照）、この事業者の義務履行を補助する役目

も安全衛生委員会にはあるのではないか、というところに

まで議論は展開した。

また、安全衛生委員会は労働者が「自らの職場を自らの

五感と発言力で」改善できる機関でもある。できるだけ即

実行に移せるようにすることが重要である。次に、様々な

工夫が必要なのが「社員への働きかけ」であるが、日頃の

業務とは離れた評価されない活動であったりすると、つい

つい低迷しがちである。衛生管理者の孤軍奮闘や、産業医

ひとりでは何ともし難いことも多々ある。会社を巻き込む

ような内容が議題であるとき、委員会は諮問機関としての

役割をまっとうし、会社に上申してゆくことが重要である。

ときに上層部の役員などをオブザーバーとして委員会に招

くことも必要となる。活発な活動が社内で周知されること

で社員も意見を述べやすくなり、また委員会自体の評価も

上がり、委員のやりがいにつながる。

会議室の使用後のマナーが課題となったことがある。

「使った後は使う前よりきれいに」との標語が提案された

が、より具体的に伝えるために「誰にでもわかりやすく」

する工夫として、「標準の机の並べ方、ボードの位置」を

図で表示することとなった。委員会の中での討議が形とな

ったわけであるが、言葉を図で補うことにより、従業員に

とって受け入れやすくなったようで、机の上がすっかり整

頓されてきた。「VDT作業の健康管理」の話題の後には、

「机の下の荷物は、姿勢に悪いので改善すべき」という意

見が出された。そして、「セキュリティのチェックのとき

生教育も兼ねて「衛生委員会とは」、「健康診断事後措置の

こと」、「わが社の健診結果から」、「ストレスマネジメント」

と続けたが、気がつくと委員は産業医講話の後にその場で

の感想を述べ合い、「今日は良い話を聞いた」と満足して

しまっていた。そのとき自己反省をし、衛生管理者と諸々

相談してみた。そして、それをきっかけに衛生管理者の自

主的活動と、全員参加の職場巡視、巡視後の委員会開催な

ど委員会の活動に変化がみられるようになり、さらに事前

に「今回は派遣労働者に関するセクハラの判例があったら

産業医から呈示してください」といった注文も来るように

なった。

そして、産業医意見についての留意点であるが、「すぐ

にできる・みんなができる・費用がかからないか安価です

む改善方法」を意識することである。評価方法もひと工夫

し、「短期、長期」と期間の目安も盛り込み、また、かな

らず「見直す」ことを忘れないこと。こうして、改善方法

自体が改善されてゆくので、常に進化できる仕組みとなる。

興味深いのは、ある日「我われの子供が働きやすい職場に

すること」と仮定したとき、そのとたんに様々な意見が出

てきた。「え？うちの娘が働くなら、喫煙場所は撤去だな

（本人は喫煙者）」という社員もおり、「清掃回数の契約を

見直す前に自分たちで整理整頓・清潔を励行したほうがよ

い」といった社員の意見を尊重することで大きな改善につ

ながったりもした。また、産業医が同業他社の例などを多

く知っていると、委員会の参考にもなる。そのためにも産

業医のネットワークは大事にしたい。メーリングリストへ

の参加、関連学会、研究会への参加などによって、常に自

社以外の情報を仕入れる姿勢を持ちたい。

前述のとおり、安全衛生委員会は、「労働者の健康障害

の防止及び健康の保持増進に関する重要事項について調査

審議し、事業者に意見を述べる」ものである。普通に考え

て「問題がまったくない」職場は皆無である。職場の問題

に対処したり改善したりするのは事業者の責務であり、安

全衛生委員会はその調査審議・諮問機関として、意見をま

とめ、述べなければならない。組織には「何か“気”のよ

うな大きな目に見えない力が蔓延している」とは、失敗学

で著名なある学者の一言。悲惨な列車事故での運転手の動

向を思いやり、ある研究会で意見を交わしたときのことで
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のように、イエローカードを置いて警告するようにしまし

ょう」とどんどん審議が発展した結果、整理整頓・イエロ

ーカードが生まれた。

そのカードを携えて委員が楽しそうに巡視していたある

とき、委員のひとりが「先生、あの机の下が荷物でいっぱ

いなのですが、本人がいるので直接話してくれませんか」

と言ってきた。聞くと、人のいないところにはカードを置

けたのに、本人がいたので置いて来られなかった、という。

産業医としては、気を取り直して「本人がいるのなら、ち

ゃんと説明しましょうよ！こんにちは！職場巡視できまし

た」という積極的な声かけを促した。巡視や声かけには本

当に勇気がいる。しかし、迷っていては何もできない。委

員でもできるようにするためには、産業医自らが率先して

やるよう心掛けたい。

さらに、安全衛生委員会の活動には、社員への安全衛生

教育の企画・立案、実施もある。実際には、委員会が主催

し、社員に様々な安全教室や健康教室を開催することで学

習の機会を提供したり、外勤が主な業務である場合や高所

での作業が多い職場での事故防止や健康管理の機会を作る

ことなどである。産業医は、こうした企画では立案補助者

にもなり、講師にもなり、また臨床医学的知識や産業医学

的知識をフルに活用して積極的に参加したい。安全衛生委

員会活動はそのまま企業活動であるから、産業医活動が企

業活動と重なる絶好の機会である。

安全衛生委員会のとき供覧すべき資料の中に、作業環境

測定結果がある。オフィス環境であれば2カ月に１回以上、

有害業務では、さらに労働法規に則った測定がなされ、産

業医はその結果に目を通し、アセスメントし、承認する。

産業医は、「わが社がどのような作業環境測定をしている

のか、その結果はどうで、それに基づき何をしなければな

らないのか」を安全衛生委員会で意見として述べる。法令

で定められている基準よりも頻繁に測定しているところも

多く、自主的に測定内容や基準を定めている事業場も多い。

そこで、法令の基準は満たしているが、社内基準を満た

さない場合には、やはり改善の対象となる。測定は、改善

するために行われるので、基準を外れた結果が出た場合

には、改善して再度測定し、再度委員会に報告すること

になる。

冬の室内二酸化炭素は、高めに出ることが多い。ある

職場の職場巡視でのこと。作業環境測定の基準は超えて

いないが、実際に室内に入ってみるとドアを開けた瞬間

に空気がよどんでいて、押し戻されるように感じたこと

があった。数値を見直すと基準値の範囲内ではあるが、

例年になく高めであった。周囲を見渡してみた印象を述

べると、「他に比べて部屋に人が多い感じがする」という

ことから、そこでは何人がどのくらいの気積でいるのか

をビル管理の作業環境測定士に確認してもらった。その

間に社内基準や安衛法の規定を確認し、照らし合わせな

がら衛生管理者と問題の所在・原因を探ってみた。前述

の「すぐにできる・みんなができる・費用がかからない

か安価ですむ改善方法」である。結局、気積の基準も超

えていなかったが管理者の判断で社員数を減らしてみた。

ところが、それでも改善せず、結局ビルオーナーに相

談・提案したところ、実は、前回の点検時に換気のレバ

ーを誤って閉めたままにしていたために空気がこもって

いたことが判明。対応した衛生管理者、数カ月の間再三

意見を交わした委員とともに、原因が解明された安堵の

気持ちを共有したのであった。

あいさつを交わそう。朝の「おはよう」と同じように、

始まりには「これから安全衛生委員会を始めます。よろ

しくお願いします」と。終わりには「以上で安全衛生委

員会を終わります。お疲れ様でした」と。委員長のしっ

かりしたあいさつに、委員全員がきちんと応えられる安

全衛生委員会の雰囲気の重要性を強調したい。産業医と

しての委員会への参加表明、参加証明、それはそのまま

産業医活動への自らの姿勢と評価されている。委員にも

アイコンタクトで、きちんとあいさつを交わす文化の醸

成にも留意したい。こうしたけじめは、実は人間社会の

秩序、社会人としての常識、近年の重要課題としても位

置づけられているメンタルヘルス疾患予防にもつながる。

さらに、安全衛生委員となった社員一人ひとりが他の社

員の安全や健康に気配りをし、思いやりの気持ちで社内

の職場環境を改善できる、また心身の健康の自己管理に

積極的に取り組めるようになると、真の自律した産業保

健文化が実現可能となることは疑いない。

4. 安全衛生委員会の活用

5. 安全衛生委員会で忘れてはならないこと

6. 最後に



煙場所および喫煙室等の内部ならびに非喫煙場所と喫

煙室等との境界を対象として、また、気流の風速の測

定は、非喫煙場所と喫煙室等との境界を対象として、

四季による室内の温度の変化の影響等を考慮して３月

以内ごとに１日以上、定期的に測定日を設けて実施す

る。

事務室については、その通常の勤務時間中において、

一定の時間の間隔ごとに、１日３回以上測定を行う。

この場合、始業後おおむね１時間、終業前おおむね１

時間およびその中間（勤務時間中）に実施することが

望ましい。

また、経時的な変化等を把握するためには、測定回

数を多くすることが望ましい。

なお、喫煙室等および事務室以外の非喫煙場所につ

いては、その室等の使用中に１回以上測定を行う。

測定点は、原則として室内の床上約1.2mから約1.5m

までの間の一定した高さにおいて、室等における事務

機器等の設置状況、空気調和設備の方式、床面積等の

状況に応じて設定する。また、測定点は１室について

５点以上設定することとするが、喫煙室については、

この限りでない。

非喫煙場所から喫煙室等への気流の風速の測定点

は、非喫煙場所と喫煙室等の主たる開口面について、

上部、中央部、下部の３点を測定する。

新ガイドラインにより定められている測定方法の概

要を次に記述する。

測定には、q喫煙対策の実施前に行うもの、w喫煙

対策の実施後に行うもの、および e喫煙対策の効果

を維持管理するために行うものがある。

喫煙対策の実施前に行う測定は、喫煙が行われてい

る室等を対象として通常の勤務状態の日について１日

以上実施する。また、当該室において喫煙者数の増減

がある場合には、喫煙者数が多い日と少ない日につい

て、それぞれ１日以上実施する。

喫煙対策の実施後に、その効果を確認するために行

う測定は、喫煙対策実施後において、非喫煙場所およ

び喫煙室等の内部ならびに非喫煙場所と喫煙室等との

境界を対象として、また、気流の風速の測定は、非喫

煙場所と喫煙室等との境界を対象として、通常の勤務

状態の日について１日以上実施する。

喫煙対策の効果を維持管理するための測定は、非喫
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り下げた板等による壁、ついたて等により非喫煙場所

に対する開口面を可能な限り小さくした喫煙コーナー

を設置することとしている。

喫煙室等に設置する「有効な喫煙対策機器」として、

旧ガイドラインでは「たばこの煙が拡散する前に吸引

して屋外に排出する方式又は空気清浄装置でたばこの

煙を除去して屋内に排気する方式」のいずれかの方式

によることとされていたが、新ガイドラインでは、た

ばこの煙を直接屋外に排出する方式を推奨している。

新ガイドラインでは、喫煙室から非喫煙場所へのた

ばこの煙やにおいの流入を防止するため、その境界に

おいて、喫煙室に向かう風速を0.2m/s以上とする措置

を講ずることを追加している。

喫煙対策を実効あるものとするために、新ガイドラ

インでは次のような事項を喫煙行動基準として設ける

こととしている。

q喫煙室等における喫煙範囲の遵守

w喫煙許容人数

e灰皿、いす、テーブル等の取扱い

r吸い殻の取扱い

職場における喫煙対策については、平成８年に「職

場における喫煙対策のためのガイドライン」が策定さ

れ、その推進が図られてきたが、平成15年５月１日か

ら施行された健康増進法において、事務所その他多数

の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙防

止対策を講じることが努力義務化された。

また、受動喫煙による健康への悪影響については、

流涙、鼻閉、頭痛の諸症状や呼吸抑制、心拍増加、血

管収縮等の生理学的反応等に関する知見等が得られて

おり、より適切な受動喫煙防止対策が必要とされてい

る。

これらを背景として、厚生労働省において、労働者

の健康確保と快適な職場環境の形成を図る観点から、

一層の受動喫煙防止対策の充実を図るため平成８年の

ガイドライン（以下「旧ガイドライン」）を見直し、

新たに「職場における喫煙対策のためのガイドライン」

（以下「新ガイドライン」）が策定された。

旧ガイドラインでは、「喫煙室や喫煙コーナーの設

置等を行うこと」とされていたが、新ガイドラインで

は喫煙室の設置を推奨している。

なお、喫煙室の設置が困難な場合には、天井から吊

職場の喫煙対策
（分煙対策）

中央労働災害防止協会　中央快適職場推進センター

元所長代理　篠崎典良

作業環境管理・作業管理入門 !0

新「職場における喫煙対策のための
ガイドライン」のポイント1

喫煙室の設置第1
ポイント

喫煙室の空気を直接屋外に排出する方式
第2
ポイント

その他のポイント

喫煙室に向かう気流として0.2m/s以上の確保
第3
ポイント

新ガイドラインによる職場の
空気環境の測定方法2

部屋の一角を仕切った喫煙室。

（１）測定の種類

（２）測定回数

（３）測定点

窓の一部を切り取りアルミ枠
を付け、換気扇を設置した。



各測定点における各測定回ごとの測定値によって、

経時的な変化等を把握し、浮遊粉じんの濃度を

0.15mg/m3以下、一酸化炭素濃度を10ppm以下および

非喫煙場所から喫煙室等に向かう気流の風速を0.2m/s

以上とするように職場の管理を行う。

浮遊粉じんの濃度の測定については較正された相対

濃度計または分光ろ紙じん埃計を、一酸化炭素の濃度

については検知管またはこれと同等以上の性能を有す

る機器を、また、風速については一般用風速計を用い

て測定する。なお、浮遊粉じんの濃度の測定に相対濃

度計を用いる場合は、１回の測定につき、１分間隔で

連続10分間以上測定することとし、質量濃度変換係数

を用いて濃度に変換する。

ガイドラインでは、空気清浄装置はガス状成分を除

去できないという問題点があるため、たばこの煙が拡

散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策が

推奨されている。

この方式でさらに、

q 喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにお

いの流入を防止するため、喫煙室等と非喫煙場所

との境界において、喫煙室等に向かう気流の速度

を0.2m/s以上とするように必要な措置をとること

w 喫煙室内の空気環境を良好に保つための必要な

措置をとること

――とされている。

この必要な措置を満たすためには、適切な排気風量

を備えた排気装置の選択が重要である。
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過不足のない排気風量を決定する手順は、まずqに

対する必要な措置をとるために、喫煙室と非喫煙場所

との境界における開口面において0.2m/s以上の風速を

確保するために必要な排気風量Ａを

から試算する。

次にwに対する必要な措置をとるために、喫煙室で

吸われる１時間あたりのたばこの平均本数ｎを調べ

て、喫煙室内の浮遊粉じん濃度を基準値の0.15mg/m3

以下に保つために必要な排気風量Ｂを

から試算する。

次にqとwの必要措置を満たすために､ＡとＢとを

比較して大きい値をこの喫煙室に必要な排気風量とし

て決定し、排風機を選定する。

排気風量が決定できたら排風機の選定である。

排風機としては、排風機にかかる流れによる圧力損

失（流れ抵抗）を考慮して適切な排風機を選択する必

要がある。

窓や外壁を利用して直接的に屋外に排気できる場合

には、有圧換気扇が利用できるであろう。ほとんど流

れ抵抗がない場合には、台所で用いられている一般用

換気扇もあるが、少しでも圧力損失（流れ抵抗）が生

じると急激に排気風量が低下するのでその使用にあた

っては注意が必要である。このためメーカーのカタロ

グにある静圧―風量特性曲線を使って必要な排気風量

を出せる大きさの有圧換気扇を選択することをお奨め

する。また、屋外の天候に左右されないように屋外排

気口のガイドや風防に注意する必要がある。

屋外に排気する場所が喫煙室から遠い場合には、そ

の間をダクトでつなぐことになり、大きな圧力損失

（流れ抵抗）が発生する。この場合には、有圧換気扇

のような軸流式の排風機は使用できない。遠心式排風

機を利用することになる。遠心式排風機の選択にあた

っては、メーカーのカタログにある静圧―風量特性曲

線を使って必要な排気風量を出せる大きさを選ぶこと

が肝要である。

なお、喫煙室内の排気口の取り付け位置は、たばこ

煙が熱気流によって上昇することから喫煙室の壁や窓

等の上部あるいは天井に設置することが推奨される。

さらに効果的にたばこの煙を屋外に排出するためには

喫煙室に新鮮な空気を取り入れることが必要となる。

この場合、新鮮な空気を取り入れる取り入れ口（ガラ

リ）あるいは開口ドアは、排気口と反対側の位置とな

るように設置することが有効である。このことにより

喫煙室内の空気が取り入れ側から排気側へスムーズに

流れるからである。

なお、Aの排気風量が確保できない場合は、暖簾等

をたらしたりして開口面積を小さくすることで、

0.2m/sを確保する工夫が必要となる。

また、Bの排気風量が確保できない場合は、喫煙許

容人数を設けることも必要となる。

会議室の１つを喫煙室として使用していた。排気装

置は一般居室用の天井埋込型排気装置（200m3/h）が

一台使用されていた。喫煙室のドアにはガラリが設け

られており、ドアを閉めて喫煙が行われていた。ドア

を閉めた状態ではガラリからの煙の漏れはなかった

作業環境管理・作業管理入門

が、喫煙者がドアを開けて入退出する際に、煙が出入

り口から漏れていた。また、喫煙室内部の空気環境も

悪かった。

排気風量について、まずたばこの煙が出入口から漏

れないように非喫煙場所から喫煙室に向かう風速が

0.2m/s以上となる排気風量Ｑ１(m3/h)は1,260m3/h（＝

0.2m/s×出入口幅0.9m×高さ1.95m×3,600s/h）以上が

必要であると計算された。

また、事前調査として時間あたりの吸い殻の数を調

査したところ、１時間に8.5～11本の喫煙が行われてい

た。喫煙室内の空気環境を良好に保つ排気風量Ｑ２

（m3/h）を求めたところ730m3/h（＝10mg/本×11本

/h÷0.15mg/m3）となった。

そこで、大きいほうの排気風量Ｑ１である

1,260m3/h以上を設置することとし、天井埋込型の排

気装置を４台（カタログ上、１台あたり排気風量

400m3/h、合計1,600m3/h）設置した。

喫煙室はフロアの中程にある幅2m90cm、奥行き

11mの細長い部屋で、入り口の反対側に窓があり、窓

には天井ダクトからつながる換気扇が１台設置されて

いた。ここでの喫煙者数は非常に多く、常時、数人が

喫煙しており、十数名が同時に喫煙する混雑時には、

室内の空気環境は劣悪な状況であった。

喫煙室の利用人数に比較して、この室内の換気風量

では不足と思われたので、窓枠に羽根径25cmの有圧

換気扇４台を田の字型に設置し、計算上は2,400m3/h

の排気風量が得られるようにした。出入口で0.4m/sの

空気の流れが得られたので、入り口のドアは常時開放

とした。浮遊粉じん濃度は出入口の外で0.02mg/m3で

あった。また、喫煙室内の粉じん濃度も0.12mg/m3と

評価基準以下まで下がった。

（４）評価等

（５）測定機器

有効な喫煙対策機器3

改善事例4
事例１

事例２

Ａ＝0.2×60＊×（開口面積）m3/min

＊60は0.2m/sの風量を１分あたりに

換算するために掛ける。

Ｂ＝10＊×（n÷60）÷0.15m3/min

＊10は１本のたばこから出る粉じんの量（mg）。

60で割るのは、１時間あたりの平均喫煙本

数を１分あたりの喫煙本数に換算するため。
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任し、さらに委員会の下に安全部会

と衛生部会とに分けて活動が展開さ

れている。健康管理面などは衛生部

会が担当し、部会長を辻井教授が務

める。

「衛生管理者、産業医による職場

巡視を定期的に行い、アスベスト

（石綿）問題が取り上げられてすぐに、

施設課の担当者を中心にキャンパス

内チェックを実施しました。特に問

題点もなく安心しているところです。

定例的に実施している委員会には、

各部会で取り上げられた問題や実施

した職場巡視の内容などが報告され

ます。各部署で作成しているチェッ

クリストなどを有効的に活用してい

ます。人員の確保や時間のやり繰り

など厳しい面もありますが、全般的

に言えることですが、法人化によっ

て大学独自の裁量で実施できること

が多くなっていますから、やる気さ

えあればできるということでしょう

か」と辻井教授は語る。

また、定期健康診断は毎年、春秋

の２回実施されているが、健診結果

には辻井教授の産業医としてのコメ

ントが付されて、それぞれの受診者

に渡される。「精密検査や治療が必要

とされる人は、センターに出向いて

もらい指導をしています」と辻井教

授は語るが、最近はメンタルヘルス

対策の取り組みにも力を入れている

とも言う。

法人化によって教職員の仕事量が

増加しているとはよく聞く話だが、

「確かに仕事量は増えているのではな

いでしょうか。一般企業の厳しさを

知る思いです。教職員の中にうつ症

状の者があれば外部の専門機関を紹

介するなどの対応を取ってきていま

す。また、学内には臨床心理士など

の専門家がいまして、相談体制は整

っていますが、学内の人だと受けづ

らいということもありまして、外部

カウンセラーを動員し、増員も検討

しているところです」と辻井教授。

さらに、キャンパス内での心肺停

止者への対策として、心肺蘇生の応

急措置の重要性からＡＥＤ（自動体

外式除細動器）１台をいち早く導入

した。ＡＥＤは、心臓に電気ショッ

クを与えて、心室が細かく震える不

整脈である心室細動を止め、正常な

拍動を取り戻す装置だ。電源を入れ

ると操作方法を人工音声で案内して

くれ、電極を胸に貼り付ける操作な

ども簡単になっている。一般の人も

使用できるため、教職員に広く使用

できるように講習会も実施していく

予定である。辻井教授は、「ＡＥＤは

維持費がかからず、価格も手ごろ、

蘇生に効果的であることから、さら

に２台の設置を決めました。使うよ

うな場面は少ないほうがよいわけで

すが、備えあれば憂いなしといった

ところでしょうか。万一の場合に、

正しく使用できる人が増やせればと

も思います」と話す。心室細動が起

きた場合は、まず119番だが、救急車

が到着するまでにＡＥＤが使われた

かどうかで、生死を分けることもあ

ると聞く。

国立大学の法人化により、教職員

の安全衛生管理を労働安全衛生法の

もとで実施することになり、組織的

な整備とともに、日常的な活動を積

み重ねてきている様子がうかがえる

が、さらに今後の取り組みについて

も聞いてみた。「敷地内禁煙に取り組

みたいと思っています。施設・建築

物内は禁煙ですが、屋外は禁煙では

ありません。教職員の健康管理の一

環でもありますが、煙草を吸い始め

ないようにすることは重要です。喫

煙者を排除するという姿勢にならな

いよう、禁煙支援を併行して、理解

を得ながら進めたいと考えます。教

職員、学生ともに学内では禁煙とい

う環境づくりは、健康増進法の主旨

に沿ったもので、教育施設はすべか

らく、その方向に向かうべきではな

いでしょうか」と語る。ますますの

活動が期待されるところだ。
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国立大学が法人化されたのが、昨年

４月。この時点から、教職員に対する

職場における安全衛生管理は、労働安

全衛生法に委ねられることになった。

従前は国家公務員法により実施されて

いたが、法人化により法規の適用が変

更されて１年半が経過した。そこで今

回は、国立大学法人奈良教育大学（奈

良市高畑町）における安全衛生活動の

取り組みを聞いてみることにした。

◆　　　　　　◆

「古都奈良の文化財」の名称で世界

遺産にも登録されている、国宝建造物

の東大寺や興福寺、平城宮跡など街全

体が遺産の趣きであるが、遺産にもな

っている春日大社、奈良公園に寄り添

うように敷地が広がる奈良教育大学。

同大学は、明治21年に奈良県尋常師範

学校として創設されて以来、120年近

い歴史を有し、地域を代表する教育者

の養成機関となっている。キャンパス

内には大学のほかに、附属の小学校、

幼稚園も付設されている。教職員数は

約250人になる。

これら教職員の安全衛生管理の基地

としての位置づけが、保健管理セン

ターと言える。同センターの所長で

産業医を務める辻井啓之教授は、「国

立大学が法人化されたことにより、

教職員の安全衛生管理が労働安全衛

生法の適用になり、もっとも苦慮し

た点が内部の組織変更でした」と語

る。

従前の教職員の健康管理面などは

国家公務員法に基づいて実施されて

いた。しかし、労働安全衛生法で求

められるような組織体制はなかった。

保健管理センターは国立大学設置法

に基づき、学生の健康管理を担当す

る施設として設置されたもので、教

職員の安全衛生管理を直接的に実施

する施設ではなかった。そこで、法

人化に伴い労働安全衛生法に基づく

組織の構築が必要になることから、

産業医資格を持っていた管理医の辻

井教授が産業医になり、中心的な役

割を担当することになった。

まず、安全衛生活動の中心組織と

して、安全衛生委員会が立ち上げら

れた。委員長には総務担当理事が就

産業保健活動レポート 第37回

国立大学法人　奈良教育大学

■ 概　要
所 在 地：奈良県奈良市高畑町
創　　立：明治21年７月１日
教職員数：約250人
学　　部：教育学部の単科大学

国
立
大
学
法
人
　
奈
良
教
育
大
学

産業医を務める辻井教授

産業保健活動レポート 第37回
AEDをいち早く導入し、学内での心肺停止者へ
の対策を図った
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労働者健康福祉機構では、昨今の

石綿による健康障害への対応として、

理事長・伊藤庄平を本部長とするア

スベスト疾患総合対策本部を、７月

７日に機構本部内に設置した。そし

て、当機構本部に相談窓口を設置し、

問い合わせに対して最寄りの労災病

院および産業保健推進センター等を

紹介している。

労災病院では、32箇所で特殊健

診、診断・治療に関する相談窓口を

設置している。また、推進センター

では専門相談員による各種相談の実

施、最寄りの医療機関等の紹介など

を行っている。さらに、政府が発表

した「アスベスト問題への当面の対

応」を受け、アスベスト関連疾患専

門の医療機関として、22の労災病院

に「アスベスト疾患センター」を設

置した。なお、そのうち全国７ブロ

ックの拠点となる７センターをブロ

ックセンターと位置付け、労災指定

医療機関をはじめとする他の医療機

関の支援を行うこととしている。

これら相談窓口への相談件数につ

いては、窓口を設置した７月８日か

ら８月12日現在までで延べ4,266件

（うち本部418件、労災病院2,153件、

センター 1,695件）の相談が寄せら

れた。相談者の内訳は労災病院・セ

ンターともに「労働者本人」からが

もっとも多く、それぞれ1,138人

（52.9％）・535人（31.6％）。次いで

「産業医・開業医・衛生管理者等」が

303人（14.1％）・355人（20.9％）

となっている。

ここでご紹介する「メンタル

ヘルスと職場復帰支援ガイドブ

ック」は、まさにそのニーズを

満たしてくれる解説書である。

心の健康問題と職場復帰に関す

る基礎知識はもちろんのこと、

比較的小規模で産業医の来所頻

度が低い事業場での対応の進め方、休業を繰り返すなど

対応が困難な例への支援のあり方などに加え、職場復帰

をめぐる法的な問題や訴訟事例、個人情報保護に関する

留意点の解説にも十分な頁が割かれており、産業保健ス

タッフが理解し習熟しておきたい事柄は、ほとんど網羅

されている。

産業保健ならびに労働者のメンタルヘルスに携わる関

係者の方々に広くお勧めしたい良書である。

多くの企業にとってメンタルヘルス対策が産業保健お

よび労務管理上の重要な課題となっているのは周知のと

おりである。心の健康問題によって休業する労働者が増

加していることも、いくつかの大規模調査で明らかにな

っており、彼らの職場復帰にあたっての支援に関する取

り組みは、メンタルヘルス対策の中でも重点が置かれる

べき活動のひとつといえる。厚生労働省は、平成16年10

月「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援

の手引き」を公表した。この手引きは、多くの事業場に

とって適切な対応を図るための有益な道標であると思わ

れるが、性格上基本的な考え方についての記述が中心と

なっている。したがって、取り組みをより円滑に進める

ためには、事業場の規模や産業保健スタッフの充足度に

応じた仕組みづくりのノウハウ、様々な事例を収束させ

る手順といった具体的な情報が望まれるところであろう。
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去る７月２日（土）、名古屋市（第

二豊田ビル西館大ホール）にて、独

立行政法人労働者健康福祉機構の主

催で、第１回労災病院女性医療フォ

ーラムが開催された。

かねてより機構では、平成13年以

来全国の５労災病院に「働く女性外

来」を開設し、診療実績を積み重ね

てきた。本フォーラムは、これらの

経験をもとに、働く女性外来の更な

る質の向上と、その輪を広げること

を目的に開催された。働く女性外来

の実施状況、効果、今後の課題、情

報や資料の提供のほか、シンポジウ

ムでは女性医療関係の専門家を招き

「女性外来の未来について」と題する

パネルディスカッションが行われ、

会場を埋めた約114人の参加者も含

め熱い議論が交わされた。

労働者健康福祉機構では、都道府

県産業保健推進センターにおいて産

業保健に関する調査研究を実施して

います。

このたび、各センターが平成16年

度に実施した調査研究について、「産

業保健調査研究発表会」を開催する

運びとなりました。

産業医、産業看護職、衛生管理者、

労働衛生コンサルタント等産業保健

関係者の皆さまのご来場をお待ちし

ております。
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本書はW.H.O.(世界保健機関)の世界職業保健プログラム

の出版物として、「働く人々の健康を守る」と題するシリ

ーズの第4集にあたる。

職場における心理的ハラスメントの問題を、モビング

(Mobbing)というやや聞き慣れない言葉をキーワードとし

て幅広く説明している。モビングとは、本来動物学の分

野で「誰かを攻撃するために群集化すること」を意味し

ていた言葉である。学童における「いじめ」に相当する

言葉として、職場でのモビングという使われ方が多くな

っているようだが、訳者らもご苦労したようで、結局は

カタカナ表記に落ち着いている。日本におけるモビング

対策を進めていく過程で、モビングに対しても適当な日

本語が生まれるのではないか。

さて、本書においては、職場における正常な対立との

違い、健康と生活の質に及ぼす影響、リスク要因、予防

活動、早期発見とその対処方法などについて具体的かつ

要領よくまとめられており、非常に実践的な内容である。

日本においても職場での心理的ハラスメントの問題は顕

在化してきており、職場関係者、とりわけ産業保健スタ

ッフや人事労務担当者の必読・必携の書として薦めたい。

「職場における心理的ハラスメント
─その認識を高めるために」 （社）日本精神保健福祉連盟常務理事 大西　守

荒記俊一監訳　横山和仁・澤田晋一・藤原哲也訳
発行・労働調査会　定価600円

日　時：平成17年10月20日（木）10:00～17:30 ／　平成17年10月21日（金）９:30～15:35
場　所：メルパルク横浜（〒231‐0023 神奈川県横浜市中区山下町16番地　Tel045-662-2221）
主　催：独立行政法人労働者健康福祉機構（事前申し込みFAX044-556-9918）
＊　入場は無料ですが、FAXによる事前申し込みが必要です。
＊　プログラムなどの詳細は労働者健康福祉機構ホームページ（http://www.rofuku.go.jp/）をご覧ください
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事業場の衛生管理者です。メンタルヘルス問題で休職中の従業員が職場復帰することとなりまし

た。そこで、主治医に対して、産業医が病院を訪ねるので直接病状について情報を提供してもらいた

いと依頼をしました。そうしたところ、主治医から「産業医との面会等にかかる費用は請求してもよいか」との連絡が

ありました。こうした費用は、会社が負担すべきものなのでしょうか。また、本人が負担することになった場合には健

康保険は適用されるのでしょうか。なお、主治医と産業医の面談については、従業員本人は同意しています。
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ご質問のようなケースは、産業

医・産業看護職の皆さんが一度は

経験をしたことのある悩みではな

いでしょうか。

労働者の健康診断受診義務については労働安全衛生法

第66条に記載されていますが、健康診断後の保健指導を

利用した健康保持については第66条の７に「努力義務」

として記載されています。したがって基本的に労働者は

産業医等の呼び出しに応じるべきものと考えられます。

しかしそれは義務ではなく努力義務ですから、呼び出し

に応じなかったからといって労働者に罰則が課されるわ

けではありません。

一方、事業者には安全配慮義務があり、健康診断の結

果、必要のある従業員に対しては作業の転換、労働時間

の短縮等の事後措置を行わねばなりません。必要な事後

措置を行わず、労働者がそのまま働き続け健康障害を起

こした場合、事業者は安全配慮義務違反に問われる可能

性があります。事業者から衛生に関する用務を委託され

ている産業保健スタッフもその点をよく認識して対処す

る必要があります。

呼び出しに応じない従業員への具体的な対応としては

以下の処置が挙げられます。

q 健康状態について、電話、文書等である程度説明し、

産業保健スタッフのもとへの来所が必要であることを

告げる（たとえば残業や交替勤務が難しいほど健康診

断のデータが不良であることなど）

製造業の保健師です。健康診断結果のデータが悪く、保健指導が必要なので呼び出したに

もかかわらず、まったく姿を見せない従業員がおり困っています。どう対処すればよいのか、

ご教示ください。

提供・協力　千葉産業保健推進センター

健康診断後の保健指導の呼び出しに応じない
労働者への対応は

職場復帰支援における問合せの費用請求は

実践・実務の�

また、産業医が実際に出向かない場合でも、産業医が

疑問を感じれば、円滑な復帰のために躊躇なく主治医に

情報提供を求めるべきです。書面によるものの場合は厚

生労働省から公表された「心の健康問題により休業した

労働者の職場復帰支援の手引き」に掲載された様式「職

場復帰に関する情報提供依頼書」を使用すると良いでし

ょう。依頼書は本人に受診時に持参してもらいます。依

頼書には本人同意と情報守秘に関する事項とともに、疑

問点や知りたい内容を具体的に記載します。主治医は病

状照会に対する産業医への返信として「診療情報提供書」

を発行することになります。この産業医宛の「診療情報

提供書」は保険診療扱いが可能です。

こうした料金負担に関するルールは、事業場内で事前

に定めておく必要があります。

また、メンタルヘルス問題で休職した労働者の職場復

帰をめぐっては、様々なケースが出てくることが予想さ

れます。そのため、事業場では、メンタルヘルス事案を

相談できる近隣の精神科医と契約をし、常日頃から連携

をとることをお勧めします。そして、契約医との間で、

産業医や担当者との面談や情報提供等に係る費用につい

て、あらかじめルール設定しておくことがベターでしょ

う。

休業労働者の円滑な復帰と適正配

置のためには、復職可能という主治

医の診断とともに、産業医の就業に

関する意見が重要になります。そのため、産業医は主治

医から情報を収集する必要があります。

一般的に、休業から復帰する際には、就業規則で主治

医からの診断書の提出を求めている会社が多く、その場

合の診断書発行については健康保険が使えませんので従

業員本人が負担することになります。これは復帰の意思

表示に該当します。

今回の質問は、この診断書だけでは情報不足であると

産業医が疑問を感じて、主治医に確認を要すると判断し

た場合に相当します。会社が産業医に意見を求める場合

は産業医に十分な情報を提示する必要があり、そのため

の情報収集活動と言えます。もちろん、主治医に病状を

尋ねる場合は、当該労働者に対して産業医が情報収集と

照会内容等について承諾を得なければなりません。

したがって、この場合は原則として会社が費用負担す

べきです。この事例のように、産業医が直接主治医に会

いに行く場合は、支障がない限り衛生管理者も同行する

ようにしましょう。この場合の情報提供費用は各医療機

関で決めることになります。

w 電話、文書等で呼び出し、それに応じない場合はそ

の旨を記載しておく（後に安全配慮義務違反に問われ

ないため）

e 健康情報の内容を上司に直接伝えることは、産業保

健スタッフの守秘義務上できないが、場合によっては

就業上の措置が必要になる可能性がある旨を説明し、上

司からも来所を勧めてもらう

r 本人が比較的時間がとれそうな時を見計らって産業

保健スタッフが本人を訪問する

健康診断の結果を見ていると「この人はこのまま放置

してはおけない」と思える人が出てくることがあります。

「健康障害を起こさず安全に就業してもらうこと」は産業

保健スタッフの役割の一つですので積極的な働きかけが

重要です。

近隣の精神科医と契約するなどし日常より事前のルール設定を

安全配慮義務の観点からもそのまま放置せず
積極的なはたらきかけを
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仕事に。その間は、「先輩に恵まれ

て」、佐土原さんは粛々と豊富な知識

と確かな技術を得てきた。

あるとき、職員が会議中にくも膜

下出血で倒れた。佐土原さんの的確

な応急措置によって一命を取り留め

た職員氏は、元気になり彼女の元へ

と御礼に参じた。その姿を見た時、

「この仕事に対する自信がついた」と

佐土原さん。また「赴任地の異動が

比較的多い職場なのですが、かつて

健康指導した方々がこちらに来られ

た時に『元気にやっている』ことを

伝えてくれます。それはうれしい」

とも。こうした様々な出来事は、佐

土原さんを次なるステップに導き、

時に元気を与えてきた。

半面、「私の指導が至らなかったた

めに健康状態が改善しなかったので

は」と思い悩んだこともあったよう

だ。だが、それは産業保健師として

九州電力株式会社大分支店の健康管

理室に佐土原浩子さんを訪ねた。総務

部人事労務グループのなか、同支店に

在籍する５名（１人は産休中）の保健

師のリーダーとして、所轄の約1,100

人の健康づくりに勤しむ。

佐土原さんは、新卒後、迷わず同社

に職を得ている。産業保健という概念

自体が、はっきり確立されていなかっ

た当時のことであり、ご自身も“志”

を描き切っていなかった様子であるの

も無理はない。

「当初は健康管理室の前身であった

診療所の名残りのような仕事が中心で

どちらかといえば『病気の人を治す』

ことが主でした」と振り返る。しか

し、佐土原さんが入社した翌年から健

康診断に人間ドックが取り入れられ、

翌々年には労働安全衛生法の改正で健

診項目が充実することに。いきなり、

会社と社会の急な流れに揺さぶられ

た。

漠とした保健業務や医療的な仕事か

ら、はっきり産業現場で健康に携わる

避けられない経験なのであろう。悩

むほどに自身に資する。

知識や技術と、心に刻まれた貴重

な経験を携えて、今、同社に欠くこ

とのできない存在になっている佐土

原さん。他方で、大分県内外を問わ

ず、保健師間の交流の鼎としても活

躍しているところだ。

◆　　　　　　　　◆

忙しい時間を割いて、あれこれと

話題を提供してくれた佐土原さんは、

ご自身を「サービス精神はあるほう

かな」と言う。確かに、合間に訪ね

てきた職員に接する際も凜とした笑

顔は変わらない。

加えて、明瞭な言葉遣いでありな

がら角がない口調。また、柔らかな

振る舞いと涼しげな出で立ち――。

喜憂の経験を、しっかり糧としてい

る風情だ。件の急患の職員氏に「す

ぐに人工呼吸を施しました」と佐土

原さん。さりげなく笑顔で語ってい

たのだが、その言葉に何かがコトン

と響く。とともに、良き保健師像が

はっきりと見え始めた。

昭和49年にトヨタ自動車株式会社に入社して以来、

同社の衛生管理面に携わる加藤隆康さん。すでに30

年超のベテラン衛生管理者である。加藤さんは、入社

の際はすでに衛生管理者の資格を取得していた。それ

もそのはず、「大学において衛生管理を専攻していま

した。修士課程で労働衛生関連の研究所に出入りする

ようになり、自然に企業の衛生管理に興味を持ったの

です」とのこと。入社当時のことを、「ちょうど世間

的に環境問題や健康問題が注目されていた時期でし

て、会社からの期待・要望も大きかった」（加藤さん）

と振り返る。

入社してすぐは、主に作業環境管理を任され、現場

を回って環境改善に取り組んだ。扇風機の設置位置、

有機溶剤の管理方法などのほか、とくに腰痛や手足の

痛みを防ぐための人間工学的な視点からの作業環境改

善（エルゴノミクス）に尽力してきた。「作業環境改

善は、まず現場を知らなければ始まりませんから、当

時のベテラン課長とともに工場に机を置いて仕事をし

ていました。おかげで現場とのコミュニケーションが

密になり、現場からの生の声を聞けるようになりまし

た」と加藤さんは笑う。そして「エルゴノミクスを追

求していくと、作業台の高さや角度などはもちろんの

こと、生産する車自体を、作業者の負担とならない構

造とすることが必要であるという結論に辿り着きまし

た。作業者の負担減は生産性・効率のアップにつなが

ります」と加藤さん。会社全体を巻き込む大きな動き

となったが、トップの衛生への理解が深かったため、

スムーズに着手することができたそうだ。さらに「ト

ップの姿勢のお陰でしょうか。現場の作業者も非常に

協力的でした」との言葉に、会社全体の衛生への積極

的な姿勢がうかがえる。

さて、こうした話から「さすが」と思える同社の衛

生管理であるが、「会社の規模が大きくなるにつれ、

従業員は年々増加の一途を辿り、平均年齢はどんどん

上がり、高齢化が進んでいます。そのため、最近では

健康管理の強化に重点を置いています」とのこと。し

かし、「健康管理の強化と一口に言っても、ただ単に

医療職に厳しくやってもらうのではありません。医療

職のほうにはきちんと現場を知ってもらい、さらに会

社の仕組みを知ったうえで活動をしていただきたいと

思っています」と付け加えた。加藤さんだから言える

言葉だ。

最後に、「時代の流れのせいでしょうか、長年にわ

たって衛生管理者を務める方が少なくなった感があり

ます。学会などでも衛生管理者の姿が減ってきている

ようです。もっと積極的にそうした場で意見交換し、

その水準をより一層高めていければと思っています」

と、衛生管理者の質の向上を呼びかけている。

悲喜劇を胸に“凛”とした笑顔で

会社概要

九州電力株式会社大分支店
設　立：昭和26年
従業員：1,100人
所在地：大分県大分市
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「元気です」の言葉を励みに

佐土原さんの元を訪ねて来た職員氏。お互い笑
顔が絶えないのは照れだけではなさそうだ。
モットーが「楽しい相談」、「楽しい面接」等々、
とにかく“楽しい”が冠に付く。「みんなも私も
前向きになれば成果も上がるから」と佐土原さ
ん。写真の表情はやや硬い印象であり、実際の
笑顔は「かなり魅力的」とは、撮影者の弁。

九州電力株式会社大分支店　佐土原浩子さん

本シリーズの誌面刷新にあたって、改めて産業保健師像を模索してみるのだ

が、にわかにイメージできないのは不勉強の致すところか。必要なのは、まず

は疾病を改善する、健康を保持増進するための確かな知識と技能だと分かるが、

職場と従業員を紡ぐ技術なり資質――この点が杳として把みにくいのである。

「まずは現場を知ることから」
工場に机を置き
現場の生の声を聞く

トヨタ自動車株式会社 加藤隆康さん

ク ロ ー ズ ア ッ プ 1

産業医、保健師等と同様、事業場の産業保健スタッフの一員として

欠かせないのが「衛生管理者」である。衛生管理者の選任は、労働安

全衛生法の第12条に定められており、多くの場合、従業員が資格を

取得し務めている。すなわち、従業員との関わりが深く情報を得やす

いため、従業員と産業保健スタッフ、あるいは事業場とのパイプ役と

して、その役割は大きい。

新 連 載新 連 載
C l o s e - u p ◆ 衛 生 管 理 者
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財団法人 社会経済生産性本部（理

事長：谷口恒明）は、全国の単位労働

組合から無作為抽出した2,384組合を

対象に「労働組合のメンタルヘルスの

取り組み」に関するアンケート調査を

行い、その結果を発表した。

同調査は、労働組合のメンタルヘル

スに関する取り組みの実態を分析・解

明するために実施したもの。

なお、有効回答数は543組合、回収

率は22.8％となっている。

まず、組合員のここ３年間の「心の

病」の増加傾向について、68.7％の労

働組合が「増加傾向にある」と回答し

ており、2003年に実施された前回調査

より1.5ポイント増えている。

「心の病」が多い年齢層について

は、「30代」とする労働組合が49.9％

と最多、次いで「40代」が36.3％とな

っている。前回調査では「40代」が

43.2％で最多だったが、今回調査では

逆転した形だ。

「現在、『心の病』のため１カ月以

上休業している組合員はいますか」の

質問に「はい」と答えた労働組合は

68.1％にまでのぼり、前回調査よりも

4.6 ポイントの増加となっている。

こうした「心の病」の増加の原因に

ついては、「職場の人間関係」を挙げ

る労働組合が30.4％に上り、次点の

「仕事の問題」（18.6％）を大きく引き

離して最多であった（図１）。さらに

「職場のメンタルヘルスを低下させる

要因としては49.9％もの労働組合で

「コミュニケーションの希薄化」と答え

ている（図２）。このことから社会経済

生産性本部では、「職場でのつながり

や信頼関係が薄れていることが背景に

あると考えられる」と分析している。
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約７割の労働組合で
「組合員の心の病が増加」と回答

うつ病は、有病率が３%から８%の一般的

な病気であり、精神科、心療内科ばかりで

はなく、職域においては産業医、地域では

身体科のプライマリーケアにおいても重要

な位置を占めるようになってきている。う

つ病が職域において問題になるのは、以下

の点である。まず、本人の苦痛・苦悩は個

人の人生において重大な意味を持ち、周囲

の者に与える影響が大きく、職場・家族に

とって強い負荷となることである。さらに、

うつ病の症状は、軽症の場合や腰痛、頭痛などの身

体症状が中心である（仮面うつ病）際には、病気に

気づかず治療を受けないため、二次的に病気が長期

化する場合がある。うつ病による経済的な損失だけ

を考慮しても、日本では年間約１兆円、米国では

437億ドル、英国では４億2,000万ポンドなどと指摘

されている。さらに、うつ病に罹患すると、およそ

３分の２に自殺念慮が現れ、その結果として一部は

実際に自殺企図を試み、その一部は完遂する。現在、

日本の自殺者数は３万数千人で、就労者はそのおよ

そ３分の１を占めており、その原因としては、就労

者の自殺者のおよそ７割がうつ病よるものである。

うつ病の本体は、気分あるいは感情の障害が中心

とされるが、症状は、心身ともに現れる。出現頻度

の多い順に挙げると、身体症状としては、早朝覚醒

などの睡眠障害、食欲不振、体重減少、易疲労感、

頭痛、肩こり、腰痛、胸部圧迫感、下痢あるいは便

秘などが多く認められる。気分状態としては、気分

の沈み込み、空虚感、絶望感などで、思考と認知の

障害としては、集中力低下、決断不能、思考の渋滞

化、自責的思考、自殺念慮などである。行動面では、

行動制止、焦燥感に基づく落ち着きのなさなどであ

る。

治療としては、抗うつ薬等の薬物治療と簡易精神

療法や認知療法などの精神療法があり、両者を併用

することが多い。うつ病の原因としては、セロトニ

ン、ノルアドレナリンなどの神経伝達物質の枯渇で

あり、その治療として、抗うつ剤として三環系、四

環系の抗うつ薬、ＳＳＲＩ（選択的セロトニンの再

取り込み阻害薬）、ＳＮＲＩ（セロトニン・ノルア

ドレナリンの再取り込み阻害薬）が使用されている。

うつ病の経過としては、様々な生活上の出来事に

よる負荷が解消されず蓄積した場合や、極度の長時

間労働などが要因となり、うつ病へと進行していく

が、病勢の強い急性期の症状は６～12週間と言われ

ている。回復するまでには多少の波があり「うつ状

態」のぶりかえしや再発がある。

転帰としては、身体的疾患や脳器質性の病気が認

められず、適正な治療を受ければ、半年でおよそ

80%が寛解する。慢性化した場合には、職場に対す

る適応が困難になり、対策としては職域全体へのメ

ンタルヘルス啓発とともに、積極的な薬物治療・精

神療法に加えて、職場に復帰するために専門家によ

るリハビリテーションが実施されることが一般的と

なってきている。各地域障害者職業センターでもこ

の取り組みが行われてきている。

う つ 病
日本私立学校振興・共済事業団　東京臨海病院　荒井　稔

協力・日本産業精神保健学会
t

図１ 「心の病」の原因

図２ 職場のメンタルヘルスを低下させる要因
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●

今号の特集では、産業医、経営者、産業保健推進センター、地

方自治体を代表する先生方にお集まりいただき、「危機管理への

産業保健職の関与」と題し座談会を開催しました。重大災害時等

における産業医をはじめとする産業保健職の関与の仕方につい

ては、これまで「安全対策」のかげに隠れて、そのあり方がまだ明

確には見えていませんでした。この座談会からは、その方向性が

見事に浮かび上がってきております。今後の議論のベースに、また

何よりも皆さんの事業場における危機管理対策の参考にしていた

だければと思います。

また、事業場の労働衛生管理を推進する上で重要な役割を担

っている衛生管理者の集まりである「全国衛生管理者協議会」も、

今年で11年目になります。こうした背景も踏まえつつ、今号から衛

生管理者のコーナーを新設しました。第１回目は、本誌の編集委

員でもいらっしゃるトヨタ自動車の加藤隆康氏にご登場いただきま

した。毎号お一人ずつのご紹介となります。産業看護職とあわせ、

こちらのコーナーもぜひご期待ください。

●

（編集委員長　高田　勗）

編集後記

平成17. 6. 15 基安労発第0615001号
酸素欠乏症等災害発生状況等の分析について

平成17. 6. 21 基発第0621003号
酢酸ビニル、パラ-ジクロルベンゼン及びビフェニルに係る
基準濃度の設定等について

平成17. 6. 22 基安化発第0622001号
建材中の石綿含有率の分析方法について

平成17. 7. 15 基発第0715001号
石綿による健康障害防止対策の緊急的な対応について

平成17. 7. 26 基安発第0726003号
石綿を含有する建材の在庫品の販売停止について

平成17. 7. 26 基安発第0726006号
石綿を含有する在庫品の使用等の停止について

平成17. 7. 28 基発第0728008号
石綿ばく露防止対策の推進について

平成17. 7. 29 基安発第0729001号
熱中症の予防対策におけるＷＢＧＴの活用について

平成17. 8. 26 基発第0826001号
建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策の
徹底のための当面の対応について

最近の
安全衛生関連
通達


